
西
国
国
衙
に
お
け
る
在
庁
官
人
制
の
解
体

一
安
芸
国
衙
関
係
史
料
の
再
検
討
1

小

原

嘉

記

西国国衙における在庁官人制の解体（小原）

【
要
約
】
　
本
稿
で
は
、
幕
府
勢
力
が
最
も
円
滑
に
国
衙
機
構
に
入
り
込
み
、
守
護
に
よ
る
在
庁
機
構
の
統
率
・
掌
握
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
安
芸
国
の
史

料
を
読
み
直
し
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
、
中
世
国
衙
と
そ
れ
を
支
え
る
在
庁
官
人
制
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
ず
守
護
と
在
庁
機
構
の
関
係
に
つ

い
て
、
石
井
進
氏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
公
鷹
田
割
替
論
と
守
護
に
よ
る
在
庁
兄
部
職
兼
帯
の
内
実
に
つ
い
て
再
検
討
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
公
誉
田
割

替
は
守
護
に
よ
る
国
衙
在
庁
機
構
の
統
制
手
段
と
は
み
な
し
得
な
い
こ
と
、
在
庁
兄
部
職
は
国
衙
か
ら
遊
離
す
る
こ
と
で
本
来
の
役
割
は
形
骸
化
し
、
国

衙
と
在
庁
六
部
宗
孝
親
の
対
立
も
ま
ま
み
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
た
。
守
護
が
在
庁
兄
部
職
を
挺
身
に
制
度
的
に
国
衙
在
庁
機
構
を
支
配
し
、
そ
の
機
能
を

吸
収
し
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
は
、
史
料
か
ら
は
導
け
な
い
の
で
あ
る
。
続
い
て
在
庁
機
構
の
主
た
る
物
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
国
衙
領
に
つ
い
て
、
そ

の
変
容
を
跡
付
け
た
。
＝
二
世
紀
中
頃
に
は
国
衙
1
「
郷
々
公
文
」
と
い
う
機
構
的
な
形
で
の
国
衙
領
支
配
体
制
が
確
認
で
き
た
が
、
一
三
世
紀
後
半
に

は
武
家
勢
力
の
た
め
に
国
衙
領
は
動
揺
し
て
い
き
、
一
四
世
紀
に
は
「
国
衙
一
円
進
止
之
地
」
へ
と
縮
小
・
再
編
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
も
は
や
在
庁

機
構
を
体
制
的
に
支
え
る
性
質
は
具
備
し
て
い
な
か
っ
た
。
在
庁
官
人
制
は
そ
の
基
盤
の
動
揺
に
よ
っ
て
一
三
世
紀
後
半
に
解
体
へ
の
流
れ
が
決
定
的
と

な
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
国
衙
機
能
も
大
き
く
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
地
方
行
政
機
構
と
し
て
の
国
衙
の
性
質
は
か
く
し
て
そ
の
実
質

を
失
っ
て
い
っ
た
。
鎌
倉
後
期
に
お
け
る
〈
幕
府
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
〉
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
幕
府
の
積
極
性
を
過
度
に
評
価

す
る
前
に
、
こ
う
し
た
国
衙
の
行
政
執
行
能
力
の
喪
失
と
い
う
状
況
が
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
　
八
九
巻
一
㎜
号
　
工
○
〇
六
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
本
稿
の
課
題
は
、
鎌
倉
期
を
中
心
に
、
国
衙
機
構
を
支
え
る
在
庁
官
人
制
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
を
通
じ
て
、
中
世
国
衙
の
歴
史
的
変
容
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
そ
の
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
は
次
の
点
に
あ
る
。
石
井
進
氏
は
『
日
本
中
世
国
家
史
の
研
究
』
（
｝
九
七
〇
年
刊
）
に
お
い
て
、
鎌
倉
幕
府
の
全

国
支
配
は
国
衙
在
庁
機
構
を
前
提
に
展
開
し
、
鎌
倉
後
期
に
幕
府
が
そ
の
機
能
を
吸
収
し
て
い
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
石
井
説
は
現
在
で

も
通
説
的
位
置
に
あ
る
が
、
し
か
し
国
衙
の
こ
と
に
限
っ
て
い
う
と
、
そ
の
権
能
を
所
与
の
も
の
と
し
て
脈
管
的
に
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
は
問
題
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
在
庁
官
人
制
や
国
衙
の
行
政
能
力
に
関
す
る
変
化
の
側
面
に
注
意
が
払
わ
れ
な
い
ま
ま
、
幕
府
に
よ
る
そ
の

吸
収
と
い
っ
た
図
式
の
み
が
強
調
さ
れ
た
の
で
は
議
論
と
し
て
不
十
分
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
〈
幕
府
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
〉
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

問
題
を
考
え
る
た
め
に
も
、
国
衙
機
構
を
支
え
る
在
庁
官
人
制
を
歴
史
的
に
跡
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
西
国
国
衙
の
中
で
石
井
氏
が
特
に
注
目
し
た
安
芸
国
を
素
材
に
考
察
を
行
う
。
同
国
は
守
護
が
在
庁
兄
部
職
を
帯
し
て
圏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

衙
機
構
に
入
り
込
み
、
幕
府
に
よ
る
国
衙
在
庁
機
構
の
掌
握
が
最
も
円
滑
に
進
ん
だ
事
例
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り
、
在
庁
官
人
制
や
国
衙
・
守

護
の
関
係
を
検
討
し
て
い
く
上
で
好
個
の
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
は
い
っ
て
も
国
衙
関
係
史
料
が
少
な
い
こ
と
に
は
変
わ
り
な
く
、

通
時
的
・
包
括
的
な
史
料
分
析
を
行
う
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
以
下
の
二
点
に
論
点
を
絞
っ
て
中
世
国
衙
と
在
庁
官

人
制
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
一
点
は
守
護
と
在
庁
機
構
の
関
係
の
再
検
討
で
あ
る
。
通
説
で
は
安
芸
国
守
護
は
在
庁
兄
欝
欝
の
兼
帯
に
よ
っ
て
在
庁
機
構
を
支
配
・
統

率
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
国
衙
の
行
政
機
能
を
吸
収
し
て
い
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
特
に
石
井
氏
は
守
護
に
よ
る
国
衙
在
庁
機
構
の
掌
握
形

態
と
し
て
次
の
よ
う
な
具
体
的
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
氏
は
有
力
在
庁
の
末
喬
田
所
家
に
伝
わ
る
鎌
倉
中
期
頃
作
成
の
国
衙
領
注
進

⑥状
を
用
い
、
公
魚
田
端
の
給
源
に
付
さ
れ
た
「
今
者
○
○
」
と
い
う
書
き
込
み
か
ら
、
在
庁
等
の
公
弓
田
は
彼
等
の
純
然
た
る
私
領
で
は
な
く
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割
替
の
対
象
で
あ
っ
た
と
し
、
「
在
庁
…
機
構
の
支
配
者
、
守
護
兼
在
庁
腰
部
」
は
「
公
癬
田
の
割
り
か
え
と
配
分
を
通
じ
て
も
ま
た
国
衙
機
構

の
完
全
な
支
配
者
た
り
え
た
に
違
い
な
」
く
、
「
こ
こ
に
幕
府
に
よ
る
国
衙
支
配
体
制
の
一
応
の
完
成
を
見
」
る
こ
と
が
で
き
る
と
評
価
し
た

の
で
あ
る
。
守
護
と
在
庁
機
構
の
関
係
は
給
免
田
を
介
し
て
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
し
か
し
こ
の
公
癬
田
割
激
論
に
は
な
お
慎
重
に
吟
味
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
特
に
石
井
氏
の
理
解
が
国
衙
領
注
進
状
の
史
料
的
性

格
へ
の
配
慮
を
欠
い
て
い
る
点
は
問
題
で
あ
る
。
注
進
状
の
記
載
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
こ
れ
が
如
何
な
る
性
格
の
文
書
で
ど
う
い
う
契

機
で
作
ら
れ
た
の
か
を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
石
井
氏
を
含
め
て
、
以
後
の
研
究
で
も
そ
の
点
を
追
究
し
た
も
の
は
皆
無
で
あ

る
。
国
衙
領
注
進
状
に
対
す
る
理
解
が
不
十
分
で
あ
る
以
上
は
、
そ
こ
か
ら
導
か
れ
た
守
護
と
在
庁
機
構
に
関
す
る
議
論
に
も
俄
か
に
従
う
こ

と
は
で
き
ず
、
こ
の
問
題
は
基
本
史
料
の
検
討
と
い
う
最
も
初
歩
的
な
と
こ
ろ
に
立
ち
戻
っ
て
再
考
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

公
癬
田
割
替
論
を
再
検
討
す
る
と
と
も
に
、
守
護
1
1
在
庁
兄
部
の
内
実
に
つ
い
て
も
改
め
て
問
い
直
す
こ
と
で
、
守
護
と
在
庁
機
構
の
関
係
に

つ
い
て
の
通
説
的
な
理
解
を
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　
第
二
点
は
国
衙
領
の
変
容
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
。
国
衙
領
は
在
庁
機
構
の
主
た
る
物
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
か
か
る
理

解
に
立
っ
た
上
で
、
国
衙
領
支
配
の
時
期
的
な
特
徴
や
、
国
衙
領
と
在
庁
官
人
の
関
係
を
み
て
い
き
、
在
庁
官
人
制
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
国

衙
機
能
の
問
題
を
展
望
す
る
こ
と
を
試
み
た
い
。
特
に
國
衙
領
の
変
容
に
つ
い
て
は
、
南
北
朝
期
の
国
衙
領
の
一
形
態
と
し
て
「
国
衙
一
円
進

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

止
之
地
」
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
安
芸
国
に
即
し
て
そ
の
性
質
を
捉
え
て
い
き
、
鎌
倉
期
以
降
国
衙
領
が
如
何
な
る
ベ
ク
ト
ル
を
有
し

て
変
容
し
て
い
っ
た
の
か
を
捕
捉
し
た
い
。

①
㎎
石
井
進
著
作
落
第
一
巻
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
。

②
こ
の
点
、
国
衙
の
権
能
を
洗
い
出
し
た
白
鷺
哲
郎
「
鎌
倉
時
代
の
国
衙
と
王
朝

　
国
家
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
隔
一
四
九
号
、
【
九
九
五
年
）
や
、
国
衙
興
行
政
策
に
注

　
目
し
た
稲
葉
伸
道
「
鎌
倉
後
期
の
『
国
衙
興
行
㎞
・
『
国
衙
勘
落
暁
」
（
『
名
古
麗
大

　
学
文
学
部
研
究
論
集
匝
史
学
三
七
、
一
九
九
一
年
）
も
同
様
の
問
題
を
内
包
し
て

　
い
る
よ
う
に
思
う
。
な
お
上
島
享
「
鎌
倉
期
の
国
衙
研
究
を
め
ぐ
っ
て
」
（
中
世

　
諸
国
＝
呂
制
研
究
会
編
『
中
世
諸
国
一
宮
制
の
基
礎
的
研
究
』
岩
田
轡
院
、
二
〇

　
〇
〇
年
）
の
整
理
も
参
照
。

③
近
年
の
受
領
制
・
知
行
国
制
の
研
究
に
よ
り
、
平
安
宋
・
鎌
倉
期
の
国
衙
・
国

　
衙
領
の
理
解
も
～
新
さ
れ
た
。
た
だ
そ
れ
ら
は
在
庁
官
人
論
を
射
程
に
収
め
て
お
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ら
ず
、
ま
た
石
井
氏
の
研
究
と
接
点
が
乏
し
い
こ
と
も
事
実
で
あ
り
、
中
世
国
衙

　
の
変
容
過
程
は
な
お
不
鮮
明
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
り
近
年
の
研
究
を
代
表
す
る
成

　
果
と
し
て
、
高
橋
一
樹
『
中
世
荘
園
制
と
鎌
倉
幕
府
輪
（
塙
書
虜
、
二
〇
〇
四
年
）
、

　
佐
藤
泰
弘
「
荘
園
制
と
都
鄙
交
通
」
（
『
日
本
史
講
座
3
　
二
世
の
形
成
』
東
京
大

　
学
出
版
会
、
二
〇
〇
四
年
）
を
挙
げ
て
お
く
。

④
　
安
芸
国
衙
に
関
す
る
石
井
氏
の
理
解
は
、
前
掲
書
第
六
章
第
一
節
・
第
二
節
、

　
「
平
氏
・
鎌
倉
両
政
権
下
の
安
芸
国
衙
」
（
『
石
井
進
著
作
集
　
第
三
巻
』
二
〇
〇

　
四
年
。
初
出
は
～
九
六
～
年
）
に
よ
る
。

⑤
平
安
末
～
鎌
倉
期
の
安
芸
国
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
角
重
始
門
安
芸
国
に
お
け

　
る
荘
園
公
領
制
の
形
成
」
（
『
日
本
史
研
究
㎞
二
七
五
号
、
一
九
八
五
年
）
、
『
広
島

　
県
史
　
通
史
－
嚇
原
始
・
古
代
（
一
九
八
○
年
）
、
㎎
広
島
県
史
　
通
史
H
』
中
世

　
（
～
九
八
四
年
目
な
ど
を
参
照
。

⑥
年
仁
山
月
日
安
芸
国
国
衙
領
注
進
状
（
田
所
家
文
書
、
『
鎌
倉
遺
文
㎞
　
六
八

　
六
三
号
。
以
下
、
平
安
・
鎌
倉
・
南
北
朝
（
中
麟
圏
国
編
）
の
各
遺
文
は
『
平
』

　
隅
鎌
』
噸
南
輪
と
略
記
す
る
）
。
な
お
『
安
芸
府
中
町
史
　
資
料
編
撫
（
　
九
七
七

　
年
）
に
は
カ
ラ
ー
版
を
含
む
本
文
書
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
も
適
宜

　
こ
れ
を
参
照
し
た
。
注
進
状
の
配
列
に
つ
い
て
は
錦
織
勤
「
『
安
芸
国
国
衙
領
注

　
進
状
隔
前
半
部
の
復
元
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
芸
備
地
方
史
研
究
臨
一
一
〇
・

　
一
　
一
号
、
一
九
七
七
年
）
に
従
う
。

⑦
上
村
喜
久
子
「
国
人
層
の
存
在
形
態
扁
（
『
史
学
雑
誌
』
第
七
四
編
七
号
、
一
九

　
六
五
年
目
、
閏
怨
霊
門
国
衙
領
の
領
有
形
態
と
守
護
領
国
」
（
『
日
本
史
研
究
』
八

　
○
号
、
一
九
六
五
年
）
。
こ
れ
は
一
四
世
紀
の
尾
張
国
の
事
例
か
ら
拙
鵡
さ
れ
た

　
も
の
で
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
他
国
に
当
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
の
要

　
素
を
当
該
期
の
国
衡
領
一
般
に
認
め
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
る
。
な
お
誉
田
慶

　
信
「
大
照
文
と
国
衙
領
の
所
領
構
成
」
（
隅
中
世
奥
羽
の
民
衆
と
宗
教
㎞
吉
川
弘
文

　
館
、
二
〇
〇
〇
年
）
は
、
鎌
倉
期
の
国
衙
領
は
膨
大
な
給
免
田
、
と
り
わ
け
地
方

　
寺
社
免
田
で
占
め
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
れ
は
在
庁
・
供
僧
・
神
官
等
の
在

　
庁
機
構
の
体
制
的
基
盤
と
な
り
、
後
の
「
国
衙
｝
円
最
悪
之
地
」
に
連
な
っ
て
い

　
く
と
説
く
（
以
下
、
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
）
。
本
稿
で
は
誉
田
氏
の
理
解
を

　
批
判
的
に
継
承
し
た
い
。
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一
　
国
衙
領
注
進
状
の
成
立
と
性
格
－
公
鷹
田
割
田
論
の
検
討
①
i

　
本
章
で
は
国
衙
領
注
進
状
の
作
成
時
期
・
契
機
の
検
討
を
通
じ
て
、
そ
の
史
料
的
性
格
を
明
確
に
し
て
い
き
た
い
。
石
井
氏
は
作
成
時
期
に

つ
い
て
、
井
原
村
の
「
為
＝
農
御
領
之
間
、
於
今
度
者
除
上
覧
文
書
了
」
と
い
う
注
記
と
、
同
村
の
一
円
厳
島
社
領
化
を
認
め
た
寛
元
元
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

（
ご
西
三
）
国
司
庁
宣
の
存
在
か
ら
、
同
年
を
下
る
こ
と
そ
う
遠
く
な
い
時
期
と
推
定
し
た
。
し
か
し
氏
の
考
証
は
い
た
っ
て
簡
略
な
上
、

文
書
自
体
の
分
析
が
十
分
で
な
い
。
例
え
ば
こ
の
文
書
に
は
所
々
に
訂
正
や
加
筆
が
み
え
、
注
進
月
日
も
一
二
月
日
か
ら
三
月
日
に
改
め
ら
れ

る
な
ど
、
か
な
り
複
雑
な
状
況
を
呈
し
て
い
る
。
文
書
の
成
立
や
性
格
を
考
え
る
場
合
、
当
然
そ
う
し
た
こ
と
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
ま
ず
は
文
書
の
観
察
か
ら
始
め
よ
う
。
国
衙
領
注
進
状
は
所
領
単
位
（
郡
・
郷
・
村
）
毎
に
池
田
（
寺
社
免
田
・
人
給
田
等
）
と
応
汐
田



西国国衙における在庁官入制の解体（小原）

（
別
結
解
・
別
符
・
郡
品
分
）
を
目
録
様
に
書
き
上
げ
て
お
り
、
給
免
田
の
多
く
に
は
聖
主
、
応
誉
田
に
は
斗
代
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

記
載
の
い
ち
い
ち
に
朱
合
点
が
あ
る
。
一
例
と
し
て
佐
西
郡
応
総
監
の
別
結
構
・
別
符
の
部
分
を
示
そ
う
。

別
結
解
m
園

　
℃
　
　
　
　
　
「
三
反
」

　
利
松
二
丁
。
小

　
　
　
コ
丁
六
反
」

、
松
丸
圖

　
、
　
　
門
九
縣

　
福
永
七
反
小

　
門
福
久
一
反
半
」

、
栞
∩
圃
，

　
宮
守
□

　
勤
　
　
「
九
」

　
則
末
六
反

　
心
　
　
鳶

　
千
同
三
反
二
百
ト

、
塞
∩
円
糊
幽

、
別
符
臼
田
國
、

　
、
　
　
「
三
」

　
万
力
四
反
半

　
、
　
　
「
六
」

　
久
武
八
反

　
、

　
三
郎
□
［
U

　
、
　
　
コ
反
」

　
弥
吉
半

へ「
九
丁
近
反
山
ハ
十
ト
」

「
二
丁
一
反
小
」

　
へ

　
門
圏
反
」

「
一
丁
二
反
半
」

官
米
五
斗
代

六
斗
二
升
七
合
代

同
、
「
同
」

同同同官
米
三
斗
代

圃
熟
斗
二
升
七
合
代
」

も
　
）

同
　
　
　
。

祠も
　
ラ

ロ
　
　
。

、

祠、
　
）

岡
　
　
　
・
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表1　佐西郡の応輸闘編成

a b C

《別雪解》 16ユ，120 82，000 95，060

利松 26．280〔官5〕 20．120〔官5〕 23．120〔官5〕

松丸 7．240〔6代〕 8．300｛6代〕 16．000〔6代〕

福永 13．340〔6代〕 7．120こ6代〕 9．120〔6代〕

福久 4．ユ00こ6代〕 × ユ．180〔6代〕

行永 36．120〔6代〕 19．000〔6代〕 21．120〔6代〕

宮守 48．000〔6代〕 4．160〔6代〕 7．040〔6代〕

則末 4．120〔6代〕 6．000〔6代〕 9。000〔6代〕

千同 7．120〔6代〕 3200〔6代〕 3．200〔6代〕

倉重 ユ2，240〔官3〕 12．ユ80〔官3〕 4．000〔官3〕

《別符》 6，300 16，000 12，180

万力 LO80〔例代〕 4．180〔例代〕 3．180〔6代〕

久武 4220〔例代〕 8．000〔例代〕 6，000〔6代〕

力善 X 1．000〔例代〕 X
三郎［コ × 1．000〔例代〕 2．000〔6代〕

米｛空 × 1，000〔例代〕 ×

弥吉 × 0．180〔例代〕 LOOO〔6代〕

《郡分》 8，060． 15，180． 16，180．

．乃二四斗代 3，000． 4，000． 4，000．

乃米三斗代 × U．180． ユ2，180．

例代 5，060． × ×

＊数字は1ヨ数（反．歩）を示す（推算値を含む）。

＊〔　〕は斗代（官5＝m官米5斗代、官3m官米3斗代、6代＝
　6斗2升7合代）を示す。

一
般
に
土
地
台
帳
へ
の
合
点
は
読
合
や
校
合
の
場
で
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

れ
が
適
正
と
確
認
・
承
認
さ
れ
て
付
け
ら
れ
る
。
こ
の

文
書
は
そ
う
し
た
朱
合
点
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

を
踏
ま
え
て
前
掲
史
料
を
み
る
と
次
の
こ
と
に
気
付
く
。

一
つ
は
脚
結
解
の
福
永
・
行
雨
の
問
に
挿
入
さ
れ
た
福

久
に
は
朱
合
点
が
な
い
こ
と
、
も
う
一
つ
は
別
符
の
熱

論
・
米
噸
は
抹
消
さ
れ
な
が
ら
も
朱
合
点
が
み
え
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
を
素
直
に
解
釈
す
る
と
、
前
者
は
朱

合
点
に
よ
る
確
認
作
業
以
後
の
加
筆
で
、
後
者
は
朱
合

点
で
承
認
さ
れ
た
記
載
が
後
に
な
っ
て
無
効
に
処
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
少
し
一
般
化
し
て
い
う

と
、
国
衙
領
注
進
状
は
朱
合
点
に
よ
り
目
録
と
し
て
固

ま
っ
て
い
た
が
、
加
筆
・
訂
正
に
よ
っ
て
そ
れ
が
破
ら

れ
た
と
い
う
よ
う
に
理
解
で
き
る
。
つ
ま
り
注
進
状
へ

の
加
筆
は
現
目
録
の
破
棄
1
1
新
目
録
へ
の
更
新
一
こ
の
文
書
自
体
は
新
注
進
状
作
成
の
十
代
と
な
っ
た
一
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
と
り

あ
え
ず
本
稿
で
は
一
度
目
録
と
し
て
固
ま
り
、
文
書
と
し
て
完
成
し
て
い
た
朱
合
点
段
階
の
も
の
を
原
注
進
状
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
で
は
原
注
進
状
の
作
成
時
期
を
絞
り
込
ん
で
い
こ
う
。
上
限
は
、
寛
喜
四
年
（
一
二
三
一
一
）
三
月
に
始
め
ら
れ
た
将
軍
家
御
祈
祷
節
会
の
免

田
で
あ
る
「
一
御
社
御
戸
開
免
」
が
み
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
年
と
な
る
が
、
他
に
も
手
掛
か
り
は
あ
る
。
そ
れ
が
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

七
月
日
佐
田
郡
三
ヵ
年
官
物
進
未
注
文
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
嘉
禎
元
～
三
年
の
佐
西
郡
の
応
輸
田
編
成
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
因
み
に
安
芸
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西国国篠における在庁官人制の解体（小原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

国
は
文
暦
二
年
（
1
1
嘉
禎
元
年
）
三
月
目
厳
島
社
家
に
国
務
が
付
さ
れ
た
が
、
農
作
期
に
入
っ
た
三
月
以
降
に
厳
島
社
が
独
自
の
応
輸
田
編
成

を
作
り
上
げ
た
と
は
考
え
難
い
の
で
、
進
未
注
文
の
編
成
は
嘉
禎
以
前
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
表
1
は
a
男
爵
注
文
と
b
原
注
進
状
、
c
加
筆
後
の
注
進
状
を
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
名
の
編
成
・
規
模
が
そ
れ
ぞ
れ
で
異
な
る
こ
と
が

看
取
で
き
る
。
問
題
は
a
と
b
・
c
の
前
後
関
係
で
あ
る
が
、
b
の
上
限
の
寛
喜
四
年
は
文
暦
二
年
を
遡
る
こ
と
僅
か
三
年
で
、
し
か
も
a
の

編
成
は
文
暦
二
年
以
前
の
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
三
年
ほ
ど
の
問
に
b
↓
c
↓
a
と
変
遷
し
た
と
は
想
定
し
づ
ら
い
。
ま
た
別
符
・
郡
分
の

斗
代
を
み
る
と
、
a
は
例
代
が
主
、
b
は
例
代
と
能
米
の
二
本
立
て
で
あ
っ
た
が
（
た
だ
し
郡
分
で
例
代
が
消
え
る
）
、
c
で
は
例
代
が
無
ぐ
な
る
。

仮
に
b
↓
c
↓
a
だ
と
す
る
と
斗
代
の
推
移
は
百
代
あ
り
↓
立
代
な
し
↓
例
代
あ
り
と
い
う
奇
妙
な
形
に
な
る
。
こ
こ
は
や
は
り
a
↓
b
↓
c

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

で
捉
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
原
注
進
状
の
作
成
は
a
の
嘉
禎
以
後
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
れ
で
は
下
限
は
い
つ
頃
に
な
ろ
う
か
。
こ
こ
で
三
田
郷
と
井
原
村
の
記
載
を
み
て
み
よ
う
。

　
　
④
ゴ
勤
町
被
庄
号
之
間
除
今
度
文
書
工

　
　
◎
　
顛
六
町
三
反
大
　
為
＝
呂
御
領
之
問
．
於
今
度
者
除
上
覧
文
書
τ

④
◎
に
は
朱
合
点
と
と
も
に
長
い
斜
線
状
の
黒
合
点
が
み
え
る
。
こ
の
長
い
黒
合
点
は
注
進
状
の
他
の
類
例
に
照
ら
す
と
、
そ
の
記
載
を
無
効

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

に
す
る
こ
と
を
指
示
な
い
し
確
認
し
た
符
号
と
理
解
で
き
る
。
す
な
わ
ち
原
注
進
状
段
階
で
朱
合
点
で
固
め
ら
れ
た
三
田
郷
・
井
原
村
は
、
後

に
黒
合
点
で
無
効
に
処
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
と
連
動
す
る
「
庄
号
を
被
る
の
間
…
…
」
や
「
一
宮
御
領
た
る
の
間

…
…
」
と
い
う
注
記
は
原
注
進
状
の
記
載
で
は
あ
り
得
ず
、
後
筆
と
判
断
で
き
る
。
石
井
氏
と
は
逆
に
◎
は
原
注
進
状
が
寛
元
元
年
＝
月
以

前
に
作
成
さ
れ
た
こ
と
の
証
左
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
原
注
進
状
の
作
成
が
嘉
禎
四
年
～
寛
元
元
年
の
間
と
な
る
と
、
最
も
可
能
性
が
高
い
の
は
仁
治
三
年
（
＝
薗
二
）
で
あ
る
。
仁
治
二
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

月
に
厳
島
社
は
内
宮
の
遷
宮
を
遂
げ
て
国
務
を
上
表
し
、
翌
三
年
に
安
芸
圏
は
東
寺
修
造
料
所
に
寄
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
厳
島
社
知
行
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

と
異
な
る
新
規
の
国
衙
領
編
成
が
行
わ
れ
る
契
機
は
こ
れ
を
お
い
て
他
に
は
な
い
。
井
原
村
の
一
円
社
領
化
は
寛
元
元
年
（
1
1
仁
治
四
年
）
一
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一
月
に
認
め
ら
れ
る
の
で
、
　
二
月
付
の
原
注
進
状
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
か
つ
厳
島
社
知
行
下
で
な
い
と
す
る
と
、

仁
治
三
年
一
二
月
が
最
も
妥
当
と
結
論
で
き
る
。

　
そ
う
す
る
と
国
衙
領
注
進
状
の
性
格
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
◎
に
「
於
今
度
者
除
上
覧
文
書
了
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
新
国
主

へ
の
上
覧
文
書
な
の
で
あ
る
。
で
は
何
故
そ
う
し
た
文
書
が
田
所
家
に
伝
来
す
る
の
か
。
恐
ら
く
そ
れ
は
荘
園
の
検
注
帳
が
荘
園
領
主
・
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

の
双
方
で
保
管
さ
れ
た
よ
う
に
、
国
衙
領
注
進
状
も
国
主
進
言
分
と
国
衙
保
管
分
の
出
撃
ッ
ト
が
作
ら
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
④
＠
の
注
記
に
は

「
今
度
」
は
上
覧
文
書
か
ら
除
い
た
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
先
度
に
注
進
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
こ
の
二
ヵ
所
を
国
衙
領
と
し
て

載
せ
た
原
注
進
状
の
進
覧
に
違
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
で
今
一
度
注
進
月
を
み
る
と
、
「
今
度
」
の
注
進
月
で
あ
る
三
月
は
最
も
早
く
て
寛
元
二
年
三
月
と
な
り
、
仁
治
三
年
一
二
月
の
原
注

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

進
状
と
の
問
に
は
ど
ん
な
に
短
く
て
も
一
年
以
上
の
開
き
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
で
原
注
進
状
の
作
成
作
業
と
そ
れ
へ
の
加
筆
・
訂

正
作
業
を
～
連
の
も
の
ど
み
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
が
、
実
際
に
佐
西
郡
の
応
公
田
で
は
名
・
口
数
の
改
変
が
著
し
く
、
別
符
で
は
二

つ
の
名
が
消
え
て
い
る
。
朱
合
点
で
固
め
ら
れ
た
も
の
が
俄
に
否
定
さ
れ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
か
か
る
点
か
ら
す
る
と
、
「
今
度
」
の
新
注

進
状
の
進
覧
i
そ
の
準
備
作
業
と
し
て
の
原
注
進
状
へ
の
加
筆
・
訂
正
…
1
は
、
仁
治
三
年
か
ら
数
年
ほ
ど
後
で
あ
っ
た
と
み
る
の
が
妥
当

　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
と
も
か
く
も
、
以
上
の
考
証
に
よ
り
国
衙
領
注
進
状
の
性
格
は
か
な
り
明
確
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
文
書
は
薪
国
主
に
進
乱
す
べ
く
仁

治
三
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
後
年
に
は
新
注
進
状
を
準
備
す
る
た
め
の
意
業
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
う
一
点
、
文
書
の
観
察
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
補
足
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
は
第
一
・
二
紙
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
こ
の
二
紙
は
国
衙
領

注
進
状
の
一
部
と
し
て
怪
し
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
子
細
に
み
て
い
く
と
、
界
線
・
継
目
裏
花
押
・
記
載
ス
タ
イ
ル
等
で
第
三
紙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

以
降
の
国
衙
領
注
進
状
の
基
本
様
式
と
は
大
き
く
異
な
る
点
が
検
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
こ
れ
を
第
三
紙
以
降
と
一
連
の
も
の
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
に
は
無
理
が
あ
り
、
別
物
と
み
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
う
。
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で
は
こ
の
二
紙
は
何
か
。
結
論
か
ら
い
う
と
、
こ
れ
は
仁
治
三
年
以
前
の
旧
国
衙
領
注
進
状
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
文
書
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

例
え
ば
両
紙
に
「
亡
者
○
○
」
と
し
て
書
き
加
え
ら
れ
た
良
賢
・
覚
源
は
原
注
進
状
の
倉
主
と
し
て
も
み
え
る
。
両
紙
に
対
す
る
訂
正
で
薪
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

に
書
き
加
え
ら
れ
た
人
物
が
、
原
注
進
状
の
斯
斯
層
と
し
て
継
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
点
か
ら
し
て
、
両
紙
は
原
注
進
状
よ
り
も
一

段
古
い
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
で
き
る
。
こ
れ
を
旧
国
衙
領
注
進
状
と
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

　
如
上
の
事
実
に
よ
り
国
衙
領
注
進
状
の
属
性
は
さ
ら
に
明
確
に
で
き
る
と
思
う
。
田
所
家
に
は
新
旧
二
つ
の
注
進
状
が
伝
来
し
て
い
た
。
そ

れ
は
つ
ま
り
田
所
氏
が
旧
版
の
も
の
を
含
め
て
国
衙
領
注
進
状
類
を
一
手
に
保
管
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。
先
に
現
存
の
注
進
状
は
国
衙

保
管
分
で
あ
っ
た
と
指
摘
し
た
が
、
具
体
的
に
は
そ
れ
は
注
進
状
が
田
所
氏
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

は
単
な
る
保
管
と
い
う
よ
り
も
、
後
年
の
新
注
進
状
の
作
成
に
備
え
て
変
更
点
を
随
時
に
記
入
し
改
訂
し
て
い
た
節
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
田
所

氏
は
文
書
の
作
成
・
管
理
・
補
訂
を
担
う
主
体
で
あ
り
、
国
衙
領
注
進
状
と
密
接
不
可
分
の
関
係
を
も
っ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
考
証
を
踏
ま
え
て
、
本
章
の
最
後
に
公
癬
田
翻
潔
癖
を
国
衙
領
注
進
状
に
関
わ
る
範
囲
で
み
て
お
こ
う
。
石
井
氏
は
注
進
状
か
ら
鎌

倉
中
期
に
お
け
る
公
癬
独
習
替
制
度
の
残
存
を
読
み
取
り
、
そ
の
執
行
者
は
在
庁
機
構
の
支
配
者
で
あ
る
在
庁
兄
部
に
違
い
な
い
と
し
た
。
か

か
る
理
解
の
背
景
に
、
こ
の
注
進
状
が
国
衙
文
書
と
し
て
在
国
で
完
結
的
に
機
能
し
た
（
故
に
田
地
を
管
掌
す
る
在
庁
の
家
に
伝
来
し
た
）
と
い
う

認
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
う
。
し
か
し
こ
の
文
書
の
性
格
は
国
主
へ
の
進
覧
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
っ
た
。
多
量
の
給
免
田
・
給

主
が
注
進
状
に
載
る
の
は
、
国
・
王
が
給
免
権
を
有
す
る
か
ら
で
あ
り
、
在
庁
等
に
と
っ
て
注
進
状
の
進
覧
は
、
新
国
主
か
ら
安
堵
を
う
け
る
行

為
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
文
書
を
通
じ
て
給
免
田
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
、
究
極
的
に
は
給
免
権
者
た
る
国
主
な
の
で
あ
り
、
在
庁
兄
部

が
給
免
田
制
度
を
押
さ
え
て
い
た
と
す
る
理
解
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
あ
る
い
は
如
上
の
こ
と
は
形
式
論
で
あ
り
、
国
衙
レ
ベ
ル
で
の
給
免
田
編
成
の
主
導
者
は
在
庁
兄
部
で
あ
っ
た
と
い
う
反
論
も
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
史
料
的
徴
証
を
伴
わ
な
い
憶
測
で
し
か
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
田
所
氏
が
国
衙
領
注
進
状
と
密
接
な
関

係
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
た
い
。
同
氏
が
単
な
る
注
進
状
の
保
管
者
に
止
ま
ら
な
い
点
は
先
述
し
た
が
、
正
応
二
年
（
一
二
八
九
）
の
奥
書
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⑱

を
も
つ
沙
弥
（
田
所
遠
兼
）
置
文
に
は
、
田
所
氏
の
得
分
と
し
て
「
諸
人
申
立
免
田
畠
之
□
立
前
料
事
」
や
＝
雲
叢
読
経
衆
・
不
常
住
供
僧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

等
、
御
初
任
之
時
弁
燃
料
其
内
切
去
壱
町
分
事
」
と
み
え
る
。
「
御
初
任
の
時
に
弁
ふ
る
勘
気
」
と
あ
る
よ
う
に
、
勘
料
は
国
主
に
進
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

る
も
の
で
、
そ
れ
は
菅
貫
行
為
と
も
密
接
に
関
係
し
た
。
田
所
氏
は
そ
こ
に
得
分
を
生
じ
さ
せ
る
（
墨
壷
の
一
部
の
得
分
化
を
許
さ
れ
る
）
ほ
ど

ま
で
に
、
そ
の
実
務
に
深
く
関
与
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
も
ち
ろ
ん
田
所
氏
に
国
衙
領
の
編
成
権
・
給
免
権
は
な
い
が
、
同
氏
が
国
衙
の
案
内
者
と
し
て
国
主
・
目
代
の
も
と
で
そ
の
実
務
を
主
導
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
得
分
の
問
題
か
ら
し
て
も
疑
い
な
か
ろ
う
。
そ
れ
は
国
衙
領
注
進
状
を
作
成
・
管
理
・
補
訂
す
る
同
氏
の
あ
り
方
に
も

適
合
し
て
お
り
、
そ
こ
に
敢
え
て
在
庁
兄
部
の
介
在
を
考
え
る
必
要
は
な
い
。
在
庁
兄
部
だ
か
ら
給
免
田
を
差
配
し
た
と
い
う
理
解
は
、
結
局

は
史
料
か
ら
導
け
ず
、
そ
れ
ほ
ど
蓋
然
性
の
高
い
解
釈
と
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
石
井
氏
は
国
衙
領
注
進
状
か
ら
守
護
に
よ
る
国
衙
機
構
支
配
の
具
体
像
を
示
し
た
。
し
か
し
注
進
状
の
検
討
か
ら
は
む
し
ろ
国
主
と
給
免
田

の
関
係
性
が
浮
上
し
、
そ
の
管
理
体
制
で
は
田
所
氏
の
役
割
が
明
確
に
な
っ
た
。
幕
府
に
よ
る
西
国
国
衙
支
配
の
完
成
し
た
姿
と
し
て
石
井
氏

が
評
し
た
あ
り
方
（
公
癖
田
下
替
論
）
は
、
注
進
状
に
関
す
る
限
り
で
は
史
料
的
な
裏
付
け
を
喪
失
し
た
と
い
え
よ
う
。

①
寛
元
元
年
＝
月
日
安
芸
国
司
庁
宣
案
（
新
嵐
厳
島
文
書
、
魍
鎌
輪
六
二
五
五

　
号
）
。

②
石
井
氏
以
前
に
、
松
岡
久
人
「
鎌
倉
時
代
の
国
衙
領
」
（
広
島
文
理
科
大
学
史

　
学
科
教
室
編
『
史
学
研
究
記
念
論
叢
睡
柳
原
書
店
、
　
一
九
五
〇
年
）
が
こ
の
文
害

　
に
安
貞
一
文
応
年
間
（
＝
二
七
～
六
〇
）
と
い
う
年
代
を
与
え
て
い
る
。
な
お

　
石
井
氏
は
文
贋
二
年
六
月
一
〇
日
某
轡
下
案
（
厳
島
野
坂
文
書
、
『
鎌
謡
四
七
六

　
五
号
）
の
「
国
領
」
の
田
数
を
も
と
に
、
国
衙
領
注
進
状
の
欠
失
は
全
体
の
四
分

　
の
一
以
下
で
あ
る
と
し
た
が
、
直
ち
に
こ
れ
に
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う

　
の
は
、
井
原
村
・
古
河
村
（
半
不
輸
の
厳
島
社
領
）
な
ど
は
善
書
下
中
で
は
「
社

　
領
扁
に
入
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
見
で
は
文
書
の
欠
失
は
半
分
⊥
二

　
分
の
一
近
く
に
及
ぶ
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
根
拠
は
、
当
該
期
の
応
益
田
収
入
が

　
能
米
で
千
石
程
度
で
あ
っ
た
こ
と
（
後
述
）
、
現
存
分
の
国
衙
領
注
進
状
の
官
物

　
数
を
大
ま
か
に
算
定
す
る
と
能
米
五
〇
〇
石
±
α
（
厳
密
な
計
算
は
不
可
能
な
の

　
で
誤
差
は
一
〇
〇
石
程
度
を
み
て
お
く
）
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
計
算
に
あ
た
っ

　
て
は
勝
山
清
次
「
国
衙
領
に
お
け
る
官
物
体
系
の
変
化
を
め
ぐ
っ
て
偏
（
『
中
世
年

　
貢
制
成
立
史
の
研
究
輪
塙
書
房
、
　
一
九
九
五
年
。
初
出
は
一
九
八
五
年
）
を
参
照

　
し
た
。

③
竪
結
解
・
別
符
が
厳
島
社
家
衆
・
在
庁
等
の
所
領
で
あ
る
こ
と
は
、
田
村
裕

　
「
厳
島
社
領
荘
園
の
形
成
と
倉
敷
に
つ
い
て
」
（
松
岡
久
人
編
『
内
海
地
域
社
会

　
の
史
的
研
究
隔
マ
ツ
ノ
書
店
、
一
九
七
八
年
）
参
照
。

④
富
澤
清
人
「
中
世
検
注
の
特
質
」
（
『
中
世
荘
園
と
検
注
撫
吉
川
弘
文
館
、
一
九

　
九
六
年
。
初
出
は
～
九
八
二
年
）
。
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⑤
寛
喜
四
年
三
月
一
五
日
伊
都
岐
嶋
三
聖
戸
開
節
会
式
目
注
進
状
案
（
薪
娼
厳
島

　
文
書
、
『
鎌
隔
補
一
〇
五
七
号
）
。

⑥
新
出
厳
島
文
轡
（
糊
鎌
㎞
五
二
八
九
号
）
。

⑦
文
暦
二
年
三
月
二
〇
日
摂
政
九
条
教
実
家
御
教
書
案
（
新
出
厳
島
文
書
、
魍
鎌
輪

　
四
七
四
～
号
）
。

⑧
b
で
福
久
が
消
え
る
の
が
不
自
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
福
久
・
福
永
両
名
は
関

　
係
が
深
か
っ
た
よ
う
な
の
で
（
嘉
禎
四
年
卯
月
一
七
日
厳
島
社
廻
廊
員
数
注
進
状

　
案
、
薪
出
厳
島
文
書
、
『
鎌
隔
五
二
三
一
号
）
、
事
情
は
不
詳
な
が
ら
も
、
い
っ
た

　
ん
福
永
名
に
統
合
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

⑨
　
例
え
ば
柚
村
に
あ
る
王
～
丸
の
公
車
田
～
町
は
「
入
　
輸
」
と
し
て
顛
倒
さ
れ

　
て
い
る
が
、
そ
こ
に
も
同
様
の
長
い
黒
合
点
が
み
え
て
い
る
。
他
に
も
祢
村
・

　
佐
々
井
村
で
同
様
の
事
例
が
み
ら
れ
る
。

⑩
前
掲
注
①
文
書
。
『
平
戸
記
蝕
仁
治
三
年
三
月
七
日
・
四
月
九
日
条
。

⑪
　
仁
治
二
年
四
月
日
伊
都
岐
鵡
男
神
官
等
申
状
案
（
厳
島
野
坂
文
書
、
『
鎌
』
五

　
八
二
二
号
）
に
み
え
る
井
原
村
・
古
河
村
の
基
数
・
官
物
数
は
国
衙
領
注
進
状
と

　
は
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
国
衙
領
注
進
状
の
数
値
は
厳
島
社
知
行
下
の
も
の
と
は

　
異
な
る
と
判
断
で
き
る
。

⑫
前
掲
富
澤
論
文
。

⑬
「
今
度
」
が
具
体
的
に
い
つ
で
あ
っ
た
か
は
確
証
に
欠
く
が
、
敢
え
て
述
べ
る

　
と
、
二
つ
の
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
～
つ
は
四
年
（
あ
る
い
は
八
年
）
毎
の
検

　
注
を
契
機
に
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
仁
和
寺
菩
提
院
行
遍
と
の

　
関
わ
り
で
あ
る
。
安
芸
国
の
国
務
を
握
っ
て
い
た
の
は
行
逓
で
あ
っ
た
が
（
〔
仁

　
治
一
二
年
〕
一
二
月
一
二
〇
目
【
行
遍
添
状
、
東
寺
百
入
ロ
文
書
や
函
、
　
門
下
㎞
山
ハ
○
〇
九
ロ
万
）
、

　
彼
は
宝
治
二
年
（
～
二
西
八
）
に
失
脚
す
る
。
～
方
、
東
寺
と
安
芸
国
の
関
係
を

　
示
す
年
未
詳
正
月
一
七
日
前
大
僧
正
某
書
状
（
『
経
俊
酒
蔵
』
巻
＝
紙
背
文
書
）

　
は
、
吉
田
経
俊
の
辞
弁
と
い
う
職
務
か
ら
残
存
し
た
文
書
で
あ
る
の
で
、
年
代
は

　
建
長
七
年
～
正
嘉
二
年
（
一
二
五
五
一
八
）
に
収
ま
る
こ
と
に
な
り
、
東
寺
の
知

　
行
が
こ
の
頃
ま
で
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
行
遍
尖
脚
後
は
寺
家
の
側

　
が
国
務
を
引
き
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
こ
の
国
務
の
移
動
が
薪

　
注
進
状
の
契
機
に
な
っ
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
な
お
行
遍
に
つ
い
て
は
網

　
野
善
彦
噸
中
世
東
寺
と
東
寺
領
荘
園
』
（
東
京
大
学
二
百
会
、
～
九
七
八
年
）
第

　
工
部
第
一
章
・
第
一
二
節
参
照
。

⑭
　
第
三
紙
以
降
と
の
比
較
に
よ
る
不
審
点
を
指
摘
す
る
と
、
両
紙
か
ら
は
七
本
の

　
横
界
線
の
痕
跡
が
窺
え
な
い
こ
と
、
第
二
紙
の
端
裏
に
半
花
押
が
な
い
こ
と
（
因

み
羅
暴
離
差
出
の
大
判
官
代
と
同
じ
）
、
第
二
紙
の
八
」
≡
行

　
は
岩
麗
寺
免
↓
［
］
詞
人
給
養
↓
某
寺
（
某
社
？
）
免
田
の
順
に
な
っ
て
い
る
が
、

　
そ
れ
は
国
衙
領
注
進
状
の
神
社
免
閉
斗
諸
寺
免
田
↓
国
衙
関
係
給
田
↓
応
輸
賑
と

　
い
う
順
序
の
原
則
か
ら
外
れ
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
な
お
第
一
紙
は
僅

　
か
二
行
の
断
簡
で
あ
る
が
、
抹
消
の
仕
方
等
か
ら
第
二
紙
に
近
い
と
み
て
お
く
。

⑮
㎎
安
芸
府
中
町
史
．
資
料
編
』
に
よ
る
と
、
昭
和
憂
二
年
（
一
九
四
八
）
頃
ま

　
で
田
所
家
に
は
国
衙
領
注
進
状
に
よ
く
似
た
注
文
の
断
簡
（
一
紙
）
が
存
在
し
た

　
と
い
う
（
同
書
一
七
三
頁
に
翻
刻
あ
り
）
。
表
装
に
よ
っ
て
現
状
の
形
に
整
備
さ

　
れ
た
昭
和
二
七
年
以
葡
に
紛
失
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
田
所
家
に
は
国
衙
領

　
注
進
状
と
似
て
非
な
る
注
文
が
確
か
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
　
・
二
紙

　
が
こ
の
所
在
不
明
に
な
っ
た
文
書
と
一
連
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ

　
る
。

⑯
因
み
に
国
衙
領
注
進
状
（
第
三
紙
以
降
）
で
は
、
門
思
者
○
○
」
と
あ
る
人
物

　
（
非
仮
名
の
場
合
）
が
原
注
進
状
段
階
の
婚
頚
玉
と
し
て
所
見
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
こ
の
点
か
ら
も
第
一
・
指
紙
と
第
三
紙
以
降
と
の
問
の
断
絶
（
時
間
差
）
が
看
取

　
で
き
る
と
補
う
。

⑰
例
え
ば
「
今
者
○
○
扁
記
載
を
写
真
で
み
る
と
、
文
字
の
大
小
や
書
き
癖
（
く

　
ず
し
方
）
、
双
行
か
否
か
な
ど
の
点
で
幾
ら
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
分
か
れ
る

　
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
は
こ
の
記
載
が
一
括
し
た
作
業
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
随

　
時
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
文
書
に
手

（189）11



　
を
入
れ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
管
理
者
で
あ
る
田
所
氏
の
他
に
は
考
え
ら
れ
な
い
だ

　
ろ
う
。

⑱
正
応
二
年
正
月
二
三
日
沙
弥
（
田
所
遠
兼
）
置
文
（
田
所
家
文
書
、
噸
鎌
㎞
一

　
六
八
六
二
号
。
以
下
、
遠
兼
置
文
と
呼
ぶ
）
。
薄
荷
富
士
男
「
安
芸
国
在
庁
官
人

　
『
田
所
匝
氏
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」
（
津
田
秀
夫
編
『
近
世
国
家
の
成
立
過
程
隔

　
塙
誉
房
、
　
一
九
八
二
年
）
が
こ
の
文
芸
の
史
料
的
検
討
を
行
っ
て
い
る
。

⑲
勘
料
に
つ
い
て
は
富
澤
清
人
「
勘
料
に
つ
い
て
」
（
前
掲
書
収
載
）
参
照
。

⑳
目
代
が
給
免
行
為
を
行
っ
て
い
た
こ
と
は
尾
張
国
の
事
例
か
ら
確
認
で
き
る

　
（
嘉
禎
二
年
｝
○
月
日
尾
張
国
司
庁
宣
案
、
性
海
寺
文
書
、
『
鎌
』
五
〇
七
五
号
）
。

二
　
国
衙
領
編
成
と
給
免
田
－
公
丁
田
割
替
論
の
検
討
②
I
I

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
本
章
で
は
公
町
田
割
時
論
の
も
う
～
つ
の
基
本
史
料
で
あ
る
寿
永
二
年
（
二
八
三
）
七
月
日
平
兼
資
解
を
検
討
す
る
。
と
い
う
の
は
、
こ

の
史
料
に
対
す
る
石
井
氏
の
理
解
を
前
提
に
し
て
、
坂
上
康
俊
氏
に
よ
っ
て
中
世
国
衙
領
編
成
に
関
す
る
興
味
深
い
見
解
が
提
起
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
②

か
ら
で
あ
る
。
公
癖
田
割
替
論
の
再
考
と
と
も
に
、
国
衙
領
編
成
の
一
特
質
に
つ
い
て
も
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
ま
ず
安
芸
国
に
お
け
る
公
庸
田
割
替
制
度
の
存
在
を
示
す
と
さ
れ
た
平
兼
資
解
の
全
文
を
示
そ
う
。

　
　
　
　
　
「
下
　
田
所

　
　
　
　
　
依
請
可
□
□
状
如
件
、

　
　
　
　
　
　
　
勧
農
使
散
位
（
花
押
）
」

　
　
散
位
平
兼
資
解
　
申
請
公
厩
田
出
入
事

　
　
　
合
壱
町

　
　
　
　
　
除

　
　
　
　
　
　
西
条
一
丁
　
本
免

　
　
　
　
請

　
　
　
　
　
　
武
清
村
一
丁

　
　
右
、
依
例
出
入
請
文
、
以
解
、
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寿
永
二
年
七
月
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
散
位
平
兼
資

石
井
氏
は
こ
こ
か
ら
、
①
公
卿
田
は
在
庁
等
の
純
然
た
る
私
領
で
は
な
く
為
替
の
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
、
②
勧
農
使
が
国
衙
機
構
の
支
配
者
と

し
て
割
替
を
主
導
し
た
こ
と
、
③
勧
農
使
は
平
氏
が
国
衙
を
掌
握
す
る
た
め
に
置
い
た
も
の
で
、
後
の
鎌
倉
殿
勧
農
使
隠
「
一
国
の
地
頭
」
↓

（
あ
る
い
は
1
1
）
守
護
と
同
様
の
軍
政
指
揮
官
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
、
な
ど
の
諸
点
を
指
摘
し
た
。
こ
の
う
ち
②
は
特
に
問
題
は
な
い
が
、

①
③
に
つ
い
て
は
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　
順
序
が
逆
に
な
る
が
③
か
ら
み
よ
う
。
石
井
氏
は
武
家
が
国
衙
機
構
を
掌
握
し
て
軍
政
を
執
る
と
い
う
形
態
に
、
幕
府
に
よ
る
国
衙
支
配
体

制
の
原
型
を
認
め
た
。
一
般
に
鎌
倉
幕
府
守
護
制
度
は
国
地
頭
・
惣
追
捕
使
の
権
限
を
大
幅
に
縮
小
・
整
理
す
る
こ
と
で
成
型
し
た
と
理
解
さ

れ
て
お
り
、
こ
の
安
芸
国
画
扇
使
を
直
接
に
守
護
の
前
提
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
こ
れ
を
国
主
・
国
司
の
支
配
系
（
目
代
一
在
庁
）
と

は
別
次
元
の
国
衙
機
構
の
支
配
者
と
捉
え
る
と
こ
ろ
に
、
後
の
守
護
や
国
衙
機
能
の
吸
収
な
ど
へ
の
展
望
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

よ
っ
て
こ
の
点
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
私
見
と
し
て
は
、
こ
の
勧
農
使
を
鎌
倉
殿
勧
農
使
（
↓
国
地
頭
）
に
引
き
付
け
る
前
に
、
か
か

る
外
題
を
与
え
る
主
体
を
素
直
に
解
釈
す
べ
き
だ
と
考
え
る
。
例
え
ば
安
芸
国
留
守
所
発
給
文
書
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

留
守
所
下
　
桑
原
郷
萩
原
村

　
可
令
早
以
件
村
壬
生
御
庄
御
倉
敷
由
事

右
、
依
為
便
宜
、
且
従
社
家
被
申
請
、
可
令
為
倉
敷
之
状
案
件
、
宜
承
知
依
件
用
之
、

　
　
嘉
応
三
年
正
月
十
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
判
官
代
佐
伯
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
朝
臣
（
花
押
）

零
下
、
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惣
大
判
官
代
源
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
介
　
　
　
　
源
朝
臣
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
収
納
使
散
位
長
朝
臣
（
花
押
）

　
こ
の
留
守
所
下
文
で
は
通
常
目
代
が
く
る
位
置
に
収
納
急
な
る
者
が
み
え
て
い
る
。
彼
が
在
庁
で
な
い
こ
と
は
、
安
芸
国
の
在
庁
に
長
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

と
い
う
氏
族
は
見
出
せ
な
い
こ
と
、
同
国
の
留
守
所
文
書
の
在
庁
位
署
は
専
ら
（
惣
）
大
判
官
代
・
（
権
）
介
の
肩
書
で
み
え
、
散
位
と
は
記
さ

れ
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
目
代
は
散
官
な
ら
ば
「
目
代
散
位
○
○
朝
臣
」
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
う
す
る
と
下
文
の
最
上
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

に
判
を
据
え
る
「
収
納
使
散
位
長
朝
臣
」
と
は
目
代
そ
の
人
と
み
る
の
が
最
も
素
直
で
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
。
収
納
使
の
呼
称
は
、
目
代
自
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

が
臨
…
機
に
収
納
所
を
管
轄
・
指
揮
し
て
い
た
こ
と
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ
、
彼
が
目
代
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
類
の
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
そ
し
て
治
承
三
年
目
＝
七
九
）
に
壬
生
荘
に
下
さ
れ
た
前
太
政
大
臣
平
平
盛
家
政
所
下
文
に
「
悪
質
任
御
下
知
旨
、
致
沙
汰
当
御
領
勧
農

収
納
［
」
と
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
勧
農
と
収
納
は
一
対
で
あ
り
、
平
氏
自
身
が
そ
れ
を
所
領
経
営
の
肝
要
と
し
て
述
べ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
と
先
の
収
納
使
一
1
目
代
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
平
氏
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
当
時
の
安
芸
国
衙
で
目
代
が
勧
農
使
と
し
て

み
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら
異
と
す
る
に
は
足
り
ず
、
む
し
ろ
外
題
を
与
え
る
主
体
と
し
て
は
い
た
つ
て
自
然
な
理
解
に
落
ち
着
く
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

あ
る
。
安
芸
国
勧
農
使
を
国
主
の
支
配
系
と
は
全
く
異
種
の
存
在
と
す
べ
き
よ
う
な
積
極
的
理
由
は
な
い
。
公
富
田
の
割
替
は
目
代
が
決
裁
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

田
所
が
実
務
を
担
っ
て
い
た
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
章
の
考
察
と
も
整
合
的
に
理
解
で
き
る
。

　
続
い
て
①
を
み
よ
う
。
坂
上
氏
は
①
を
敷
起
し
て
、
在
庁
別
名
も
割
替
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
わ
ば
在
庁
官
人
共
同
の
所
領
で
あ
っ
た

と
述
べ
だ
。
給
田
と
別
名
を
同
～
平
面
で
捉
え
る
こ
と
に
は
飛
躍
も
感
じ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は
そ
の
主
張
の
前
提
と
な
る
公
二
道
割
替
の
実

態
を
問
う
こ
と
が
先
決
と
な
る
。
公
選
田
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
、
割
り
替
え
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
国
衙
領
注
進
状
に
は
温
科
村
（
約
六
四
町
）
に
田
所
氏
（
仮
名
弥
冨
）
の
公
爵
田
が
一
反
六
〇
歩
み
え
る
。
一
方
、
遠
兼
置
文
に
よ
る
と
同
村

に
は
同
氏
の
所
領
田
畠
一
〇
町
鳶
が
存
在
し
た
。
そ
う
す
る
と
こ
の
公
鷹
田
が
田
所
氏
の
所
領
と
無
関
係
に
存
在
し
た
と
は
考
え
難
い
の
で
は
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⑩

な
か
ろ
う
か
。
給
免
田
は
在
庁
等
の
私
領
か
ら
引
き
募
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
平
兼
資
解
は
自
ら
変
更
先
を
指

定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
彼
と
無
関
係
の
任
意
の
村
で
あ
っ
た
と
す
る
の
は
困
難
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
公
誉
田
の
引
き
募
り
先
を
西
条
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ら
武
清
村
の
所
領
に
変
更
す
る
こ
と
を
申
請
し
た
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
、
割
替
に
よ
っ
て
公
癬
田
の
私
有
権
の
稀
薄
性
を
説
く
の
は
皮

相
的
で
あ
る
。

　
こ
の
点
を
国
衙
領
編
成
と
給
免
田
の
あ
り
方
か
ら
も
み
て
い
こ
う
。
表
2
は
注
進
状
に
み
え
る
大
規
模
名
の
上
位
一
〇
名
と
そ
の
内
訳
を
示

し
た
も
の
で
あ
る
。
四
則
・
幸
印
・
俊
兼
以
外
は
、
別
符
・
公
癖
田
も
し
く
は
圏
衙
関
係
の
給
田
が
み
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も
在
庁
仮
名
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

え
ら
れ
る
。
そ
の
内
部
構
成
で
は
種
々
の
寺
社
・
祭
祀
関
係
の
給
免
田
が
確
認
で
き
、
有
光
・
黄
光
で
は
そ
ち
ら
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
誉
田

慶
信
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
地
方
寺
社
免
田
は
そ
れ
と
緊
密
な
関
係
を
も
つ
在
庁
等
の
私
領
を
踏
ま
え
て
設
定
さ
れ
た
も
の
と
考

　
　
⑬

え
ら
れ
、
そ
れ
は
国
衙
領
編
成
に
お
け
る
有
力
在
庁
名
の
内
部
構
成
の
特
徴
の
一
つ
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
寺
社
免
田
等
は
簡
単
に
他
人

に
割
り
替
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
か
か
る
在
庁
名
と
免
田
の
あ
り
方
か
ら
す
る
と
、
公
鷹
田
や
別
符
の
み
が
在
庁
私
領
と
は
無
関

係
に
設
定
さ
れ
、
割
り
替
え
ら
れ
て
い
た
と
す
る
の
は
不
自
然
だ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
表
2
で
注
意
し
た
い
の
は
、
注
進
状
の
欠
失
の
問
題
が
あ
る
と
は
い
え
、
公
箕
田
を
有
さ
な
い
仮
名
が
そ
れ
な
り
に
目
に
付
く
こ
と

で
あ
る
。
隆
替
論
の
根
幹
は
上
部
権
力
が
給
田
の
編
成
替
を
通
じ
て
在
庁
機
構
を
掌
握
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
し
か
し
在
庁
名
の
構
成
の
特

質
が
上
述
の
ご
と
く
で
あ
り
、
し
か
も
必
ず
し
も
公
公
田
を
伴
わ
な
か
っ
た
と
な
る
と
、
割
替
に
よ
る
在
庁
機
構
の
統
制
と
い
う
議
論
自
体
が

立
ち
行
か
な
く
な
る
。
こ
の
点
は
下
級
官
人
に
支
給
さ
れ
た
圏
役
人
給
田
に
「
諜
者
○
○
」
の
記
載
が
殆
ど
み
ら
れ
ず
、
割
替
の
事
実
が
十
分

に
確
認
で
き
な
い
こ
と
か
ら
も
補
強
さ
れ
よ
う
。
こ
う
し
た
在
庁
名
の
あ
り
方
に
照
ら
し
て
も
、
割
線
論
に
は
問
題
が
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得

ず
、
そ
こ
か
ら
派
生
し
た
別
名
を
在
庁
官
人
共
同
の
所
領
と
す
る
議
論
に
も
賛
同
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
検
討
に
よ
っ
て
割
替
と
さ
れ
て
き
た
も
の
の
実
態
が
み
え
て
き
た
と
思
う
。
そ
れ
は
上
部
権
力
に
よ
る
一
方
的
な
操
作
で
は
な

く
、
ま
た
私
有
権
の
希
薄
性
を
意
味
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
在
庁
所
領
を
前
提
に
、
そ
こ
か
ら
多
様
な
寺
社
免
田
や
給
田
が
募
ら
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⑭

れ
る
と
い
う
の
が
、
国
衙
領
編
成
の
～
つ
の
特
質
な
の
で
あ
る
。
給
田
の
引
き
募
り
先
や
相
博
・
相
続
等
の
変
更
を
領
主
（
在
庁
等
）
が
国
衙

に
申
請
し
、
目
代
が
決
裁
す
る
と
い
う
の
が
割
替
の
実
態
で
あ
り
、
そ
の
結
果
が
国
衙
領
注
進
状
の
「
今
者
○
○
」
に
反
映
し
た
と
考
え
ら
れ

る
。
少
な
く
と
も
こ
れ
が
在
庁
…
機
構
を
統
制
・
従
属
さ
せ
る
よ
う
な
手
段
に
な
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
、
二
章
に
わ
た
り
執
拗
な
が
ら
も
公
庸
田
割
詳
論
を
み
て
き
た
。
そ
れ
は
こ
れ
が
守
護
1
1
在
庁
兄
部
に
よ
る
国
衙
在
庁
機
構
の
掌
握
形

態
と
し
て
、
史
料
に
よ
っ
て
唯
一
具
体
的
に
論
じ
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
基
本
史
料
で
あ
る
国
衙
領
注
進
状
と
寿
永

表2　原注進状の大規模名の内部構成

名・記数総計
国衙・祭祀関係給田

ﾆ別符
寺社関係免田

久武 16．7，060 公鷹田 9．8，000 八幡宮御供田 LO．000

別符 5．3，060 五ケ寺例免 6，000

弥冨 5．1，240 白癬田 1，7，300 （一宮免） ユ，240

別符 2，300 惣社御神楽免 1．0，000

諸寺勘料田 1，0，120 角振社仁王講免 3，000

唱導寺巡 6，000

為則 4．7，000 一宮御供田 1，7，000

一宮御散米御供田 5，000

一宮御神楽免 1，0，000

一宮外宮御油免 LO．000

一宮最勝講免 5，000

信覚 3．4，320 公瓜田 1．0，000 惣社仁王講免 LO．000

在庁屋敷 6，080 一宮御読経免 8，240

今冨 3．0，000 公頴田 2。0，000 五ケ寺免下地 1，000

別符 3，240 府守社免 1，120

温屋免※ ユ．ユ20

陪従免 2，240

幸崎 3．0，000 一宮御読経免 2．5，000

惣社法花二二 2，000

惣社仁王講免 3，000

有冨 2．9，060 別符 1．0，120 水別祉仁王講免 3，000

紙誌※ 1．0，000 諸春社大般若経免 ？

（一宮免） 0，300

五ヶ潮齢下地 5，000

有光 2．8，240 別符 0，060 五ケ二瀬 3，000

内侍免 1，180 （一宮免） 2，000

舞人免 2，000 府諸寺大般若経免 1．5，000

一宮二季御祭御幣需免 5，000

為光 2．7，240 紙免※ 3，000 八幡宮大般若四四 1．0，000

舞人免 5，000 （～宮免） L240

二季御祭灯油免 3，000

諸社御幣常免 4，000

三昧堂免 1，000

俊兼 2．6，000 一宮御読経免 2．6，000

・表中の数字の単位は町．反：．歩。

・※は国役人給の給田を示す。

・飯室久武・苅田久武・長田久武・三田久武村の八幡宮・五ヶ寺免
田は給主が明示されておらず、久武としても計算しなかった。
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二
年
平
兼
資
解
を
検
討
し
た
結
果
、
い
ず
れ
も
石
井
説
に
は
無
理
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
。
守
護
に
よ
る
在
庁
機
構
の
掌
握
手
段
を
給

免
田
制
度
に
よ
っ
て
論
じ
る
こ
と
は
も
は
や
で
き
な
い
。
こ
う
な
る
と
守
護
と
国
衙
在
庁
機
構
の
問
題
は
、
在
庁
兄
部
職
の
兼
帯
と
い
う
一
点

に
集
約
さ
れ
て
く
る
。
章
を
改
め
て
検
討
し
よ
う
。

西国国衙における在庁官人制の解体（小原）

①
『
芸
藩
通
志
㎞
所
収
田
所
家
文
書
（
『
平
』
四
〇
九
八
号
）
。

②
坂
上
「
安
芸
国
高
田
郡
司
藤
原
氏
の
所
領
集
積
と
伝
領
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
第
九

　
一
編
九
号
、
一
九
八
二
年
）
。
氏
は
公
的
田
圃
暴
論
を
敷
宿
し
、
在
庁
別
名
も
割

　
替
の
対
象
で
あ
り
、
在
庁
官
人
共
同
の
所
領
と
し
て
原
理
的
に
は
ど
の
よ
う
に
も

　
分
配
し
得
た
と
す
る
。
以
下
、
氏
の
見
解
は
こ
れ
に
よ
る
。

③
嘉
応
三
年
正
月
一
五
日
留
守
所
下
文
（
新
出
厳
島
文
轡
、
『
平
駈
補
三
五
八
号
）
。

④
a
保
延
五
年
正
月
留
守
所
下
文
（
重
器
雑
抄
、
『
広
島
県
史
古
代
中
世
資
料

　
編
V
㎞
一
四
〇
四
頁
。
以
下
、
県
史
資
料
編
は
噛
県
史
V
勧
の
よ
う
に
記
す
）
、

　
b
長
寛
二
年
閏
一
〇
月
一
四
日
留
守
所
下
文
（
新
出
厳
島
文
書
、
二
三
㎞
補
三
四

　
三
号
）
、
c
前
掲
注
③
文
書
、
d
承
安
三
年
二
月
日
工
符
（
御
判
物
帖
、
『
平
』
三

　
六
二
二
号
）
、
e
安
元
元
年
＝
月
日
留
守
所
下
文
（
厳
島
野
坂
文
書
、
『
平
暁
三

　
七
二
七
号
）
、
f
治
承
三
年
二
月
二
日
留
守
所
下
文
（
新
人
厳
島
文
書
、
『
平
睡

　
三
八
八
八
号
）
、
g
治
承
三
年
＝
月
日
留
守
所
下
文
（
御
判
物
帖
、
『
平
』
三
八

　
八
九
号
）
、
h
治
承
四
年
九
月
六
日
留
守
所
下
文
案
（
新
出
厳
島
文
書
、
『
平
圏
三

　
九
二
三
号
）
、
i
治
承
四
年
一
一
月
三
日
在
庁
下
文
（
御
判
物
帖
、
『
平
』
三
九
三

　
三
号
）
、
一
建
久
九
年
一
一
月
六
日
大
橡
職
補
任
状
写
（
新
出
野
坂
文
書
、
『
廿
日

　
市
町
史
　
通
史
編
（
上
）
』
三
三
～
頁
）
。

⑤
こ
れ
を
京
下
の
収
納
使
と
み
て
、
た
ま
た
ま
在
国
し
な
か
っ
た
目
代
に
代
わ
っ

　
て
署
判
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
余
地
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
可
能
性
は

　
低
い
よ
う
に
思
う
。
留
守
所
下
文
は
通
常
目
代
が
作
成
し
た
と
考
え
ら
れ
、
在
京

　
の
屋
代
か
ら
在
庁
等
に
そ
れ
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
た
か
ら
で
あ
る

　
（
〔
治
承
三
年
一
〇
月
一
八
日
〕
目
代
沙
弥
行
蓮
書
状
追
而
書
、
巻
子
本
厳
島
文

　
誉
、
『
県
史
皿
駄
九
五
頁
）
。
ま
た
目
代
在
京
の
場
合
で
も
又
目
代
が
そ
の
留
守
を

　
預
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
〔
治
承
三
年
〕
【
○
月
二
｝
日
目
代
行
蓮
施

　
行
状
、
厳
島
野
坂
文
書
、
噸
梨
史
H
臨
＝
　
二
〇
頁
）
。

⑥
安
芸
国
の
収
納
使
に
は
有
力
在
庁
が
就
く
な
ど
（
治
承
三
年
一
〇
月
日
国
司
庁

　
宣
写
、
『
楓
軒
文
書
纂
㎞
所
収
置
所
家
文
書
、
『
平
臨
三
八
八
七
号
）
、
そ
の
地
位

　
は
高
く
、
目
代
が
兼
ね
て
い
て
も
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
国
使
と
い
う
よ
り

　
も
、
国
衙
の
収
納
業
務
の
統
轄
者
と
し
て
み
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

⑦
治
承
三
年
＝
月
日
前
置
政
大
臣
平
清
盛
家
政
所
下
文
（
御
判
物
帖
、
『
平
』

　
三
八
九
～
号
）
。

⑧
安
芸
国
衙
は
一
門
・
家
人
の
国
守
の
補
任
に
よ
っ
て
平
氏
の
強
い
影
響
下
に
あ

　
つ
た
わ
け
で
、
平
氏
の
疏
註
や
鎌
倉
殿
勧
農
使
と
は
そ
も
そ
も
歴
史
的
状
況
を
異

　
に
す
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

⑨
遠
兼
置
文
の
「
同
免
田
畠
在
所
出
入
勘
定
得
分
事
」
と
い
う
記
載
か
ら
こ
の
よ

　
う
に
理
解
で
き
る
。

⑩
例
え
ば
八
幡
無
量
寿
院
免
は
願
主
の
所
領
の
飯
室
久
武
・
苅
田
久
武
・
三
田
久

　
武
の
各
村
か
ら
募
ら
れ
て
い
る
（
八
幡
無
量
寿
院
は
種
々
の
徴
証
か
ら
建
仁
四
年

　
正
月
三
〇
日
惟
宗
孝
親
堂
宇
譲
状
〔
原
田
篤
郎
氏
所
蔵
文
書
、
『
鎌
㎞
補
四
五
七

　
号
〕
の
コ
問
四
面
堂
」
に
当
た
る
と
考
え
る
）
。
ま
た
こ
れ
ら
の
村
々
か
ら
久

　
武
断
記
田
が
募
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
同
様
に
理
解
で
き
る
。

⑪
残
念
な
が
ら
こ
の
時
期
に
変
更
申
講
が
な
さ
れ
た
理
由
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得

　
な
い
。
た
だ
し
平
兼
資
解
に
門
例
に
依
っ
て
」
と
み
え
、
遠
兼
置
文
に
「
同
免
田

　
畠
在
所
出
入
勘
定
得
分
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
か
か
る
申
請
自
体
は
か
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な
り
一
般
的
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
申
請
に
限
っ
て
い
う
と
、
特
段
に

　
寿
永
二
年
七
月
と
い
う
時
点
に
重
大
な
意
味
を
見
畠
す
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。

⑫
東
毒
領
後
三
条
新
勅
旨
田
公
文
で
、
か
つ
在
庁
で
あ
っ
た
藤
原
（
佐
伯
）
氏
の

　
若
松
名
の
構
成
も
、
そ
の
主
体
は
八
幡
宮
・
＝
呂
関
係
の
免
田
で
あ
っ
た
。

⑬
尾
張
国
の
事
例
か
ら
も
同
様
の
こ
と
は
窺
え
る
。
稲
葉
前
掲
論
文
を
参
照
。

⑭
国
衙
領
注
進
状
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
国
衙
領
編
成
は
、
正
治
元
年
一
二
月
日
伊

　
都
鼓
嶋
議
政
所
命
（
新
出
厳
島
文
書
、
㎎
柴
田
補
三
五
三
号
）
か
ら
す
る
と
鎌
倉

初
期
に
は
存
在
し
た
と
思
わ
れ
る
が
、
さ
ら
に
遡
る
な
ら
ば
、
秘
結
解
名
が
史
料

上
に
現
わ
れ
（
前
掲
田
村
論
文
）
、
在
庁
質
入
の
権
力
編
成
が
急
激
に
進
み
（
前

掲
角
重
論
文
）
、
ま
た
官
物
一
色
化
（
安
芸
国
で
は
窟
米
へ
の
　
薫
化
が
優
越
す

る
）
の
潮
流
が
大
き
く
な
る
時
期
で
あ
る
こ
と
（
前
掲
勝
山
論
文
）
か
ら
、
＝
一

世
紀
半
ば
か
ら
後
半
に
か
け
て
の
時
期
に
始
期
が
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
こ
の
点
で
、
主
に
＝
笹
紀
前
半
以
前
の
史
料
か
ら
導
か
れ
た
坂
上
説

を
そ
の
ま
ま
鎌
倉
期
に
援
用
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
思
う
。
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三
　
守
護
兼
在
庁
兄
部
宗
孝
親
と
国
衙
機
構

　
本
章
で
は
鎌
倉
初
期
の
守
護
宗
孝
親
に
関
す
る
史
料
を
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
守
護
に
よ
る
在
庁
兄
部
職
兼
帯
の
内
実
を
見
極
め
て
い

き
た
い
。
宗
孝
親
は
建
久
七
年
（
＝
九
六
）
ま
で
に
は
守
護
に
な
っ
て
お
り
、
承
久
の
乱
で
京
方
に
与
し
た
こ
と
で
所
轄
は
没
収
さ
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

孝
親
が
国
内
に
有
し
た
所
領
（
久
武
名
な
ど
）
・
聯
繋
は
有
力
在
庁
葉
山
毒
芹
の
所
帯
分
を
継
承
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
守
護
は
国
衙
の

中
枢
部
に
侵
入
し
、
在
庁
機
構
を
掌
握
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
と
す
る
理
解
が
通
説
化
し
て
い
る
。
実
際
に
次
の
史
料
は
そ
う
し
た
理
解
に
適

合
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

　
　
　
留
守
所

　
　
　
　
補
任
　
大
撮
職
事

　
　
　
　
　
従
五
位
下
平
朝
臣
俊
兼

　
　
　
右
人
、
為
致
奉
公
之
忠
、
補
任
大
縁
職
如
件
、
庁
宜
承
知
用
之
、
故
旧
、

　
　
　
　
　
建
久
九
年
十
一
月
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
判
官
代
佐
伯
朝
臣
書
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
伯
朝
臣
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佐
伯
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
権
介
　
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
惣
大
判
官
代
惟
宗
朝
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
目
　
代
　
　
　
　
轡
判

こ
れ
は
田
所
俊
兼
を
大
橡
職
に
補
任
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
在
庁
の
上
位
二
名
が
宗
氏
の
本
姓
惟
宗
朝
臣
に
な
っ
て
お
り
、
守
護
が
葉
山
城

（
原
「
～
）
氏
の
地
位
を
奪
っ
た
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
守
護
が
葉
山
城
氏
に
そ
の
ま
ま
と
っ
て
代
わ
っ
た
か
と
い
う
と
、
疑
問
な
と
こ
ろ
も
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
平
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

末
期
の
留
守
所
文
書
で
は
少
な
く
と
も
（
権
）
介
・
惣
大
判
官
代
の
一
方
は
署
劃
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
文
書
で
は
惟
界
雷
は
位
署
は
連

ね
る
も
の
の
署
判
は
な
く
、
発
給
に
は
関
与
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
留
守
所
文
書
の
位
署
形
式
は
こ
一
世
紀
前
半
に
は
定
型
化
し
て
お
り
、

惟
落
選
が
み
え
る
の
は
形
式
上
の
必
要
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
よ
っ
て
夢
判
の
不
在
と
い
う
事
実
は
、
宗
氏
が
国
衙
政
務
に
お
け
る
葉
山
城
壁
の

役
割
を
そ
っ
く
り
踏
襲
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
次
の
よ
う
な
事
柄
も
知
ら
れ
る
。
松
崎
八
幡
宮
下
職
を
帯
す
る
孝
親
は
正
治
二
年
（
一
二
〇
〇
）
に
同
宮
敷
地
内
に
　
問
四
面
堂
（
無
塁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

寿
院
）
の
建
立
を
企
図
し
た
が
、
造
営
は
遅
滞
し
、
建
仁
四
年
（
＝
δ
四
）
に
同
堂
を
政
所
五
郎
大
夫
黒
身
に
譲
与
し
た
。
そ
の
譲
状
に
は
次

の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
右
、
霊
堂
依
殊
宿
願
、
ま
正
治
二
年
冬
省
令
建
立
、
棟
上
之
後
在
京
之
問
、
自
然
不
遂
造
畢
送
年
月
之
処
、
自
去
年
迄
明
年
依
相
当
王
相
方
、
造
営
有
其

　
　
渾
、
定
令
朽
損
歎
、
罪
業
落
蓋
不
可
勝
計
、
傍
題
堂
所
譲
与
政
所
五
郎
大
夫
助
清
也
、
早
為
助
清
之
沙
汰
可
遂
造
畢
也
、

注
目
す
べ
き
は
造
営
遅
滞
の
理
由
が
孝
親
の
在
京
1
1
非
在
国
に
求
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
彼
の
代
官
は
在
国
し
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

在
庁
兄
部
職
・
松
崎
八
幡
宮
下
職
を
面
子
に
国
内
並
置
を
従
わ
せ
る
こ
と
な
ど
は
容
易
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
実
に
造
営
は
滞
り
、

堂
宇
は
助
清
に
託
さ
れ
た
。
助
老
は
在
庁
・
松
崎
八
幡
宮
惣
官
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
譲
与
は
彼
の
国
内
で
の
政
治
的
力
量
に
期
待
し
た
も
の
だ
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ろ
う
。
有
力
な
国
内
所
職
と
い
う
点
で
は
孝
親
の
方
が
車
越
す
る
が
、
購
入
が
在
国
し
な
い
状
況
下
で
は
そ
の
職
権
は
十
分
に
利
用
さ
れ
な
か

っ
た
（
で
き
な
か
っ
た
）
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
と
先
の
文
書
へ
の
署
判
の
不
在
と
い
う
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
在
庁
兄
道
心
は

国
衙
の
日
常
政
務
の
場
か
ら
離
れ
る
こ
と
で
本
来
的
な
役
割
が
形
骸
化
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
孝
親
に
よ
る
在
庁
兄
部
職
の
兼
帯
が
、
直
ち
に
彼
の
国
衙
内
に
お
け
る
日
常
政
務
の
主
導
権
の
獲
得
を
意
味
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、

以
上
か
ら
類
推
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

　
宗
孝
親
の
在
庁
兄
部
の
活
動
と
し
て
よ
く
引
か
れ
る
も
の
に
嘉
禎
四
年
（
一
二
三
八
）
厳
島
社
神
官
等
解
が
あ
る
。
こ
れ
は
世
能
荘
市
吉
別

符
を
め
ぐ
る
神
官
と
地
頭
代
の
相
論
に
関
す
る
史
料
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
同
別
符
の
証
文
が
盗
難
で
紛
失
し
た
た
め
、
建
久
七
年
に
「
為
向

後
立
紛
失
連
荘
日
、
前
守
護
謙
在
籍
宗
左
衛
門
尉
孝
親
単
為
在
庁
兄
部
職
加
判
畢
」
と
あ
る
。
こ
れ
だ
け
を
読
む
と
、
孝
親
は
在
庁
兄
部
と
し
て

国
内
諸
事
に
関
与
し
て
い
た
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
が
神
官
側
の
言
い
分
で
あ
る
点
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
何
故
在
庁
園
部

が
加
判
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
孝
親
が
世
能
村
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
実
の
と
こ
ろ
神
宮
側
に
と

っ
て
そ
れ
が
地
頭
の
加
判
で
あ
っ
て
は
都
合
が
悪
か
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
地
頭
代
は
「
追
孝
親
之
例
、
令
紅
皿
沙
汰
」
と
い
っ
て
別
符

に
介
入
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
孝
親
が
地
頭
と
し
て
加
判
し
た
と
す
る
と
、
別
符
に
地
頭
が
交
わ
る
口
実
を
与
え
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

い
。
だ
か
ら
こ
そ
神
官
は
敢
え
て
在
庁
胸
部
と
言
い
、
孝
親
が
地
頭
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
一
切
触
れ
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
孝
親

は
世
能
村
地
頭
の
立
場
か
ら
紛
失
状
に
加
判
し
た
と
み
て
何
の
問
題
も
な
い
。

　
ま
た
紛
失
状
の
建
久
七
年
と
い
う
年
に
も
注
意
し
た
い
。
実
は
建
久
七
年
に
孝
親
は
内
部
荘
地
頭
と
し
て
清
元
名
の
雑
公
事
免
申
請
も
裁
判

　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
適
力
〉

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
名
の
雑
公
事
免
は
文
治
五
年
（
一
一
八
九
）
に
領
家
よ
り
認
め
ら
れ
て
い
た
が
、
名
主
佐
伯
清
元
は
「
皇
国
中
守
護

人
御
坐
之
上
、
当
御
庄
地
頭
職
御
兼
行
也
」
と
い
っ
て
、
孝
親
が
国
内
に
居
合
わ
せ
た
時
を
狙
っ
て
安
堵
を
求
め
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
国
に
お

い
て
孝
親
の
裁
判
を
得
ら
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
先
述
の
紛
失
状
が
建
久
七
年
に
立
て
ら
れ
た
こ
と
も
決
し
て
偶
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
依
為
在
庁
兄
書
算
加
判
」
な
ど
の
行
為
が
日
常
的
に
な
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
う
。
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さ
ら
に
守
護
1
1
在
庁
兄
部
孝
親
と
国
衙
機
構
の
関
係
を
み
て
い
こ
う
。
建
久
四
年
に
太
政
官
厨
家
納
物
等
の
代
に
世
能
村
・
荒
山
村
が
便
補

さ
れ
た
。
こ
の
寒
村
に
は
本
司
葉
山
城
氏
の
跡
を
継
い
だ
地
頭
孝
親
が
大
き
く
開
与
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
所
領
に
対
し
て
「
云
本
国
雑
任

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

鷺
、
温
熱
庄
住
人
等
、
動
詩
話
相
論
」
の
よ
う
に
、
在
庁
縫
雑
任
層
が
敵
対
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
孝
親
が
在
庁
兄
部
と
し
て

国
衙
機
構
を
掌
握
し
き
っ
て
い
た
の
な
ら
、
少
な
く
と
も
国
衙
関
係
者
か
ら
こ
う
し
た
攻
撃
が
仕
掛
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か

　
　
⑬

ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

　
ほ
か
に
も
孝
親
と
圏
衙
が
対
立
し
て
い
る
事
例
は
知
ら
れ
る
。
次
の
建
保
五
年
（
一
二
｝
七
）
六
月
二
一
B
将
軍
源
実
朝
家
政
所
下
文
案

（
前
欠
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　
　
（
東
）
　
（
率
分
力
）

　
　
　
一
佐
□
目
□
□
渠
榑
事

　
　
　
右
、
如
愚
状
者
、
榑
千
寸
別
二
百
寸
、
舩
臨
方
量
喉
輸
出
同
前
、
先
例
如
此
配
分
、
而
地
頭
者
於
杣
山
割
置
榑
等
、
雪
山
認
定
任
自
由
点
早
取
之
、
次

　
　
　
河
上
可
部
庄
依
為
孝
親
所
知
、
於
彼
所
有
限
率
上
之
、
早
被
土
　
院
［
H
U
之
間
、
平
均
上
灘
沙
汰
云
々
者
、
於
件
杣
採
渠
榑
河
上
率
分
薯
、
云
国
衙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
）

　
　
　
云
孝
親
以
下
面
々
地
□
□
□
両
方
率
分
共
以
分
取
之
、
可
停
止
新
儀
妨
　
、

少
々
文
意
を
と
り
に
く
い
が
、
要
は
佐
東
川
を
流
下
す
る
材
木
等
の
暴
悪
を
国
衙
と
地
頭
で
均
分
し
、
孝
親
等
に
よ
る
国
衙
分
の
押
妨
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頭
）

を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
「
云
国
衙
云
孝
親
以
下
面
々
地
□
」
と
あ
る
よ
う
に
、
孝
親
は
国
衙
側
に
立
っ
て
行
動
し
て
い
た
わ
け
で
は
か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
文
書
が
田
所
家
に
伝
来
し
た
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
何
故
な
ら
こ
れ
は
田
所
氏
の
私
益
で
は
な

く
、
あ
く
ま
で
も
国
衙
の
権
益
を
保
証
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
文
書
の
伝
来
は
田
所
氏
こ
そ
が
当
該
期
の
国
衙
機
構
の
中
心
に
い
た

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
守
護
宗
孝
親
が
在
庁
織
部
と
し
て
制
度
面
か
ら
国
衙
機
構
を
統
轄
し
、
そ
の
活
動
の
中
枢
に
位
置
し
て
い
た
と

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
断
片
的
な
が
ら
在
庁
兄
部
宗
孝
親
と
国
衙
機
構
の
関
係
を
み
て
き
た
。
在
庁
兄
部
署
は
国
衙
機
構
の
日
常
の
場
か
ら
遊
離
し
て
本
来

の
役
割
は
形
骸
化
し
、
ま
た
孝
親
自
身
は
国
衙
と
対
立
す
る
こ
と
が
ま
ま
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
る
と
、
従
来
の
よ
う
に
抽
象
的
な
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レ
ベ
ル
で
在
庁
兄
部
職
兼
帯
の
意
義
を
過
大
評
価
す
る
の
は
適
当
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。

　
た
だ
そ
う
し
た
場
合
、
次
の
二
点
の
こ
と
に
も
付
言
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
久
武
の
公
三
田
の
多
さ
で
あ
る
。
こ
れ
が
在

庁
兄
部
の
在
庁
官
人
と
し
て
の
属
性
を
反
映
し
た
も
の
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
表
2
を
み
て
み
よ
う
。
す
る
と
久
武
名
は
公
辺
田

と
下
職
を
有
す
る
八
幡
宮
の
免
田
の
他
に
は
五
ヶ
寺
の
免
田
が
若
干
み
え
る
程
度
で
、
他
名
の
よ
う
に
多
様
な
寺
社
免
田
や
祭
祀
・
国
衙
関
係

の
給
田
を
募
る
よ
う
な
構
成
に
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
こ
れ
は
久
武
名
主
が
他
の
名
主
と
は
存
在
形
態
を
異
に
し
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
在
庁

と
し
て
の
属
性
が
稀
薄
で
あ
っ
た
こ
と
に
因
む
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
公
癖
田
は
在
庁
兄
平
戸
に
付
随
し
た
既
得
権
益
に
な

っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
こ
と
さ
ら
に
在
庁
と
し
て
の
実
態
に
結
び
付
け
て
解
釈
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
う
。
む
し
ろ
久
武
名
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

他
の
在
庁
名
と
の
構
成
の
異
質
さ
に
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　
も
う
一
つ
は
守
護
が
在
庁
兄
部
職
を
押
さ
え
る
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
一
つ
に
は
既
述
の
よ
う
に
在
庁
職
等
の
国
内
諸
職
が
～
種
の
得
分
と

化
し
、
経
済
的
基
盤
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
よ
り
根
源
的
に
は
幕
府
初
期
に
お
け
る
西
国
支
配
の
あ
り
方
、
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

体
的
に
は
一
国
レ
ベ
ル
の
軍
事
指
揮
権
を
握
る
「
一
国
棟
梁
」
の
排
斥
と
い
う
問
題
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
幕
府
は
軍
事
・
警
察
権
の
独
占
を

指
向
し
て
お
り
、
西
国
地
域
に
自
律
性
を
も
っ
た
武
舞
勢
力
が
温
存
さ
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
た
。
そ
し
て
葉
山
城
氏
の
没
落
の
原
因
も
そ
の

＝
国
棟
梁
」
と
し
て
の
地
位
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
守
護
が
在
庁
兄
部
等
の
所
職
を
押
さ
え
る
こ
と
の
意
味
は
、
葉
山
城
下
の
よ
う
な
コ

国
棟
梁
」
の
生
成
・
存
続
を
防
ぎ
、
軍
事
統
率
権
の
分
散
を
避
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
従
来
は
守
護
に
よ
る
在
庁
兄
聖
職
の
兼
帯
を
、
国
衙
在
庁
機
構
を
統
轄
し
て
そ
の
行
政
…
機
能
を
掌
握
す
る
た
め
の
手
段
と
み
て
き
た
が
、
上

述
の
点
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
国
衙
に
生
成
し
た
コ
国
棟
梁
」
の
軍
事
権
の
抑
制
・
剥
奪
に
主
眼
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
、

国
内
行
政
～
般
の
問
題
に
ま
で
そ
の
意
義
を
広
げ
て
い
く
の
は
適
当
と
は
い
え
な
い
と
思
う
。
事
実
、
鎌
倉
期
に
お
け
る
国
衙
行
政
の
実
務
を

担
っ
た
の
が
在
庁
兄
部
で
は
な
く
田
所
氏
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
み
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
と
も
か
く
も
以
上
に
よ
っ
て
、
従
来
の
よ
う
な
か
た
ち
で
守
護
け
在
庁
北
部
を
捉
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
は
示
し
得
た
と
思
う
。
無
論
こ
れ
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西国国衙における在庁官人制の解体（小原）

に
よ
っ
て
守
護
・
国
衙
の
二
項
対
立
や
、
両
者
の
無
関
係
・
没
交
渉
を
説
く
つ
も
り
は
毛
頭
な
い
。
幕
府
に
よ
る
国
衙
機
構
の
利
用
や
、
守
護

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
在
庁
以
下
の
領
主
層
と
関
係
を
も
つ
こ
と
は
実
際
に
あ
っ
た
。
た
だ
基
本
的
に
は
そ
れ
ら
は
臨
機
的
・
個
別
的
に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
る
べ

き
だ
ろ
う
。
守
護
が
在
庁
兄
部
職
を
穴
子
に
国
衙
機
構
の
内
部
か
ら
制
度
的
に
在
庁
機
構
を
支
配
し
、
国
衙
機
能
を
吸
収
し
て
い
っ
た
と
評
価

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
本
章
の
最
後
に
上
述
し
た
点
を
国
衙
領
と
の
関
わ
り
か
ら
叢
恥
し
て
お
き
た
い
。
守
護
は
国
衙
官
人
と
し
て
国
衙
政
務
に
参
画
す
る
立
場
か

ら
は
遊
離
し
て
お
り
、
給
免
田
制
度
は
も
ち
ろ
ん
、
国
衙
機
構
の
内
部
か
ら
国
衙
領
支
配
に
関
与
し
て
い
た
と
は
い
い
難
く
、
そ
れ
を
積
秤
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

領
域
的
支
配
を
確
立
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
一
方
、
国
衙
領
注
進
状
に
は
「
守
護
押
領
」
と
の
加
筆
が
み
え
て
い
る
が
、
む

し
ろ
こ
の
点
に
こ
そ
守
護
と
国
衙
領
の
関
係
が
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
守
護
は
在
庁
潜
入
制
を
保
護
す
る
ど
こ
ろ
か
、
在
庁

名
・
給
免
田
を
押
領
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
動
向
は
貞
応
三
年
（
～
二
二
四
）
以
降
の
厳
島
社
造
営
か
ら
も
窺
え
る
。
文
暦
二
年
（
一
二
＝
孟
）
に
厳
島
社
神
主
藤
原
三
門
に
圏

務
と
守
護
職
が
付
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
造
営
事
業
は
遅
々
と
し
て
進
ま
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
守
護
以
下
の
国
領
地
頭
が
非
協
力
的
で
あ
っ
た

た
め
で
、
親
許
が
守
護
職
を
兼
帯
す
る
意
味
も
そ
こ
に
あ
っ
た
。
か
か
る
国
領
地
頭
の
影
響
力
の
増
大
は
守
護
・
地
頭
等
に
よ
る
国
衙
領
押
領

の
問
題
と
も
表
裏
で
あ
る
。
守
護
は
国
衙
在
庁
機
構
と
は
無
関
係
に
、
外
在
的
な
立
場
か
ら
国
衙
領
へ
の
影
響
力
　
　
い
わ
ゆ
る
押
領
　
　
を

強
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
在
庁
官
人
制
を
保
証
し
た
り
、
そ
の
機
能
を
吸
収
し
た
り
す
る
よ
う
な
行
動
と
は
到
底
い
え
な
い
。
国
衙
在

庁
機
構
の
物
的
基
盤
た
る
国
衙
領
は
守
護
以
下
の
国
領
地
頭
等
に
よ
っ
て
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

①
石
墨
氏
は
安
芸
国
守
護
が
獲
得
し
た
所
掌
・
所
領
を
厳
島
社
神
主
佐
伯
景
弘
の

　
も
の
と
み
た
が
、
秋
山
伸
隆
「
毛
利
氏
の
国
入
領
主
制
の
展
開
」
（
『
戦
国
大
名
毛

　
利
氏
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
～
九
九
八
年
。
初
出
は
～
九
八
一
年
）
に
よ
り
、

　
そ
れ
は
有
力
在
庁
葉
山
城
氏
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

②
第
二
章
注
④
．
一
文
書
。

③
第
二
章
注
④
a
－
i
文
書
。
こ
の
う
ち
d
・
…
は
源
氏
（
葉
山
山
偏
）
の
署
判

　
が
な
い
が
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
当
該
期
の
安
芸
国
の
情
勢
を
論
じ
た
前
掲
角

　
重
論
文
を
参
照
。

④
第
二
章
注
⑩
文
書
。

⑤
こ
の
造
営
自
体
は
私
的
事
業
で
あ
る
が
、
第
二
章
注
⑩
文
書
に
「
錐
神
官
・
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内
侍
甲
立
与
力
之
由
可
下
知
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
国
内
諸
層
の
協
力
を
得
る
こ

　
と
は
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑥
嘉
禎
四
年
九
月
日
伊
都
岐
七
二
神
官
等
重
解
（
新
出
厳
島
文
書
、
『
鎌
輪
五
三

　
一
〇
号
）
。

⑦
後
に
触
れ
る
建
久
七
年
一
〇
月
日
厳
島
社
権
国
造
散
位
佐
伯
清
元
解
（
薪
出
厳

　
島
文
書
、
『
鎌
』
八
七
二
号
）
に
み
え
る
内
部
荘
地
頭
孝
親
の
外
題
に
は
門
前
左

　
兵
衛
尉
惟
宗
（
花
押
）
」
と
あ
る
。
孝
親
は
地
頭
や
在
庁
兄
部
な
ど
の
肩
書
で
は

　
な
く
律
令
官
職
を
署
判
に
用
い
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
に
神
官
等
が

　
紛
失
状
の
加
判
を
在
庁
恥
部
と
し
て
の
も
の
と
主
張
で
き
る
余
地
が
あ
っ
た
と
思

　
わ
れ
る
。

⑧
前
掲
注
⑦
文
轡
。

⑨
建
久
七
年
に
孝
親
が
守
護
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ

　
な
ら
ば
前
掲
注
⑦
文
書
で
前
地
頭
（
1
1
前
守
護
）
の
例
に
琶
及
し
て
い
な
い
こ
と

　
が
不
可
解
で
あ
る
。
例
え
ば
建
暦
二
年
六
個
日
伊
都
岐
嶋
鬼
神
官
等
解
（
新
出
厳

　
島
文
書
、
『
鎌
臨
補
五
九
六
号
）
で
は
、
地
頭
前
右
兵
衛
尉
源
某
が
酋
地
頭
孝
親

　
の
例
に
よ
っ
て
恒
高
名
（
清
元
名
）
の
雑
事
免
除
の
外
題
を
与
え
て
い
る
。

⑩
年
未
詳
七
月
二
〇
玉
総
大
史
小
槻
隆
職
書
状
案
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
家

　
文
書
、
『
鎌
魅
七
四
七
号
）
、
（
建
久
九
年
）
官
宣
旨
案
（
宮
内
庁
轡
陵
部
所
蔵
壬

　
生
家
文
書
、
『
鎌
勧
一
〇
二
四
号
）
。

⑪
ま
殿
寮
領
入
江
保
で
も
在
庁
の
介
入
を
確
認
で
き
る
が
（
元
久
元
年
＝
万
日

　
入
江
保
司
等
解
案
、
宮
内
庁
轡
陵
部
所
蔵
壬
生
家
文
書
、
『
鎌
睡
一
五
｝
四
号
）
、

　
こ
こ
も
葉
山
城
氏
と
関
わ
り
が
深
か
っ
た
よ
う
で
あ
り
（
前
掲
角
重
論
文
）
、
孝

　
親
が
そ
の
跡
を
継
い
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
　
　
　
　
ト

⑫
魍
芸
藩
通
志
』
所
収
田
所
家
文
書
（
『
鎌
輪
補
七
一
九
号
）
。

⑬
遠
漕
置
文
の
原
郷
の
項
に
は
「
云
国
衙
云
地
頭
、
両
方
承
伏
建
保
・
承
久
取
帳
、

　
欝
気
冨
・
久
武
各
別
謡
講
、
不
及
巨
細
者
也
」
と
あ
り
、
久
武
名
が
地
頭
所
領
と

　
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑭
コ
国
棟
梁
」
に
つ
い
て
は
梶
木
良
央
「
平
安
末
期
に
お
け
る
西
国
国
衙
の
権

　
力
構
造
」
（
直
木
孝
次
郎
先
生
古
稀
記
念
会
編
隅
古
代
史
論
集
　
下
㎞
塙
書
房
、

　
　
九
八
九
年
）
参
照
。

⑮
先
述
し
た
政
所
五
郎
大
夫
助
清
は
松
崎
八
幡
宮
の
関
係
か
ら
孝
親
と
繋
が
り
を

　
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
嘉
禎
二
年
三
月
日
能
美
荘
荘
官
等
注
進
状
案
（
山
口

　
県
文
旦
館
所
蔵
「
譜
録
」
、
『
鎌
撫
四
九
五
四
号
）
に
よ
る
と
、
孝
親
は
葉
山
城
氏

　
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
で
面
内
の
公
文
鳳
を
従
え
て
い
た
。

⑯
安
南
郡
・
温
科
村
の
国
役
人
給
田
・
別
符
に
四
ヵ
警
み
え
る
。
安
南
郡
に
は

　
「
地
頭
押
領
」
も
七
ヵ
所
あ
る
。
押
領
地
に
給
田
を
差
配
す
る
と
は
考
え
難
い
の

　
で
、
こ
れ
ら
の
記
載
も
着
筆
と
思
わ
れ
る
。

24　（202）

四
　
国
衙
領
の
変
容
と
在
庁
官
人
制

本
章
で
は
国
衙
領
と
在
庁
官
人
の
関
係
、
国
衙
領
の
変
容
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
で
、
そ
れ
を
主
た
る
物
的
基
盤
に
し
て
い

た
在
庁
官
人
制
と
中
世
国
衙
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。



壌

鎌
倉
中
期
の
国
衙
領
と
在
庁
官
人

西国国衙における在庁官人制の解体（小原）

　
ま
ず
鎌
倉
中
期
の
在
庁
機
構
と
国
衙
領
の
関
係
を
み
よ
う
。
当
該
期
の
国
衙
領
の
特
質
は
誉
田
慶
信
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
膨
大
な
量
の
給
免

田
に
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
有
力
在
庁
が
多
様
な
寺
社
免
田
や
祭
祀
・
国
衙
関
係
の
給
田
を
募
っ
て
お
り
、
在
庁
所
領
と
給
免
田
は
密
接
に
関
係

し
て
い
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
主
に
上
層
の
在
庁
に
特
徴
的
で
あ
り
、
中
下
級
の
在
庁
や
下
書
生
・
国
役
人
等
の
層
は
注
進
状
で
は
仮
名
で
は
な

く
人
名
で
単
発
的
に
み
え
、
国
役
人
給
や
公
癬
田
等
が
小
規
模
に
給
費
さ
れ
る
程
度
で
あ
っ
た
。
在
庁
機
構
の
多
数
を
占
め
る
彼
等
の
拠
る
べ

き
基
盤
が
こ
う
し
た
僅
か
な
給
免
田
の
み
で
あ
っ
た
と
は
考
え
づ
ら
い
。
給
免
田
が
在
庁
宮
人
等
の
基
盤
の
一
つ
と
し
て
体
制
的
に
認
め
ら
れ

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
彼
等
の
権
益
が
全
般
的
に
給
免
田
に
転
化
し
て
い
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

　
で
は
給
免
田
以
外
に
も
在
庁
機
構
と
国
衙
領
の
関
係
性
は
看
取
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
仁
治
二
年
目
一
二
四
一
）
厳
島
社
神

　
　
①

官
等
解
に
は
興
味
深
い
記
述
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
当
国
一
年
之
忌
物
、
惣
勘
文
面
不
能
米
～
千
六
十
余
石
内
除
挙
国
用
途
二
百
附
石
、
所
残

八
百
六
十
余
石
歎
、
然
者
吏
務
六
箇
年
之
問
、
社
用
五
千
百
六
十
余
業
也
」
と
あ
る
。
安
芸
国
の
官
物
総
額
は
能
米
換
算
で
一
〇
六
〇
里
程
あ

り
、
う
ち
八
六
〇
石
が
国
主
の
収
益
（
社
家
進
退
分
）
、
残
り
二
〇
〇
石
が
「
留
鳥
用
途
」
と
し
て
国
衙
に
留
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

国
主
（
社
家
）
は
官
物
の
全
て
を
取
得
で
き
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
一
部
を
国
衙
に
割
き
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
用
途
の
性
質
は
、

「
為
被
公
心
社
家
之
造
営
、
錐
被
付
国
務
、
依
思
社
家
之
利
潤
、
若
忘
国
衙
之
法
弊
者
、
愚
計
可
為
不
忠
樽
栓
、
無
言
清
廉
之
沙
汰
、
可
被
廻
循

　
　
　
　
②

良
之
治
術
」
と
い
う
言
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
「
国
衙
心
逸
弊
」
を
招
か
ず
に
そ
の
機
能
が
十
全
に
維
持
さ
れ
る
こ
と
を
保
証
し
た
海
溝
経
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

　
た
だ
安
芸
国
の
「
留
国
用
途
」
の
内
訳
を
示
す
史
料
は
な
く
、
そ
れ
を
具
体
的
に
確
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
恐
ら
く
は
政
務
・
祭
祀
等

の
諸
行
事
の
経
費
が
あ
っ
た
も
の
と
思
う
が
、
し
か
し
敢
え
て
い
う
な
ら
ば
そ
の
主
要
な
使
途
は
官
人
給
与
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

る
。
例
え
ば
建
治
年
間
（
一
二
七
五
一
八
）
頃
の
武
蔵
国
衙
で
は
国
掌
・
書
生
等
の
国
衙
官
人
を
主
た
る
対
象
に
し
た
給
米
が
あ
っ
た
。
鎌
倉
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期
の
国
衙
で
在
庁
官
人
が
国
衙
業
務
に
携
わ
っ
て
手
当
て
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
国
衙
之
百
弊
」
睦
国
衙
機
構
の

機
能
不
全
を
生
起
さ
せ
な
い
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
、
国
衙
官
人
の
給
与
の
保
証
が
あ
っ
た
と
み
る
の
も
そ
れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

在
庁
宮
人
制
は
給
免
田
と
毒
心
田
収
益
と
い
う
国
衙
領
の
権
益
を
体
制
的
基
盤
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。
在

庁
官
人
制
と
国
衙
領
の
こ
う
し
た
関
係
性
の
存
在
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　
次
に
国
衙
領
支
配
の
あ
り
方
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。
安
芸
国
の
国
衙
領
に
お
い
て
収
納
等
の
所
務
を
担
っ
た
の
は
郡
・
郷
・
村
毎
に
設
置
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

れ
た
「
面
々
公
文
」
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
既
述
の
佐
西
郡
三
ヵ
年
官
物
早
耳
注
文
（
官
物
曲
解
）
を
作
成
し
た
の
は
同
工
公
文
で
あ
っ
た
。
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
厳
島
社
知
行
国
期
の
某
書
状
に
は
「
検
注
之
文
書
井
去
年
之
結
解
、
窯
出
公
文
等
令
参
府
可
遂
其
節
旨
、
書
入
庁
露
払
了
」
と
み
え
、

「
丁
々
公
文
」
が
検
注
（
内
検
）
・
注
解
等
の
実
務
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
彼
等
は
「
在
庁
井
諸
供
僧
・
傭
婦
公
文
等
、
下
書
生

合
下
国
役
人
等
迄
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
下
書
生
・
国
役
人
よ
り
も
上
層
で
、
在
庁
に
よ
る
兼
帯
も
あ
っ
た
（
遠
兼
置
文
）
。
階
層
的
に
は
中

下
級
の
在
庁
層
に
相
当
し
よ
う
。
こ
の
某
書
状
で
は
「
奇
々
公
文
」
は
国
府
に
参
じ
て
面
詰
を
遂
げ
る
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
等
は
国
衙
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

い
て
目
代
・
上
級
在
庁
の
監
督
を
受
け
る
立
場
に
あ
っ
た
。
逆
に
捉
え
る
と
、
目
代
や
田
所
漂
流
の
上
級
在
庁
は
「
注
意
公
文
」
層
を
差
配
・

監
察
し
て
国
衙
領
支
配
を
行
っ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
以
上
、
国
衙
領
が
在
庁
機
構
の
物
的
基
盤
で
あ
り
、
国
衙
領
支
配
は
「
翼
々
公
文
」
の
所
務
を
中
核
に
し
て
い
た
こ
と
を
み
た
。
こ
う
し
た

形
の
圏
衙
領
支
配
体
制
は
、
国
衙
領
注
進
状
の
作
成
・
更
新
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
一
三
世
紀
中
頃
に
は
ま
だ
そ
の
実
質
を

保
っ
て
い
た
と
判
断
で
き
る
。
た
だ
前
章
の
最
後
で
触
れ
た
よ
う
に
、
貞
応
頃
に
は
既
に
守
護
以
下
の
国
領
地
頭
の
影
響
力
が
強
ま
っ
て
お
り
、

国
衙
領
注
進
状
に
守
護
・
地
頭
の
押
領
が
書
き
加
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
守
護
・
地
頭
の
国
衙
領
へ
の
侵
食

は
進
み
つ
つ
あ
り
、
上
述
の
ご
と
き
国
衙
領
支
配
が
早
晩
立
ち
行
か
な
く
な
る
の
は
必
至
で
あ
っ
た
。
実
際
に
現
存
史
料
で
は
＝
二
世
紀
後
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

頃
か
ら
給
免
田
・
別
符
に
関
す
る
在
庁
等
の
幕
府
へ
の
訴
訟
が
確
認
で
き
、
給
免
田
体
制
の
動
揺
が
窺
え
る
。

　
｝
方
、
＝
二
世
紀
後
半
に
お
け
る
国
衙
領
の
変
容
を
示
唆
す
る
史
料
も
あ
る
。
永
仁
五
年
（
～
二
九
七
）
に
安
芸
守
藤
原
自
序
は
守
護
・
地
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西国国衙における在庁官人制の解体（小原）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

頭
に
よ
る
国
検
の
対
桿
を
「
堂
号
前
前
司
和
与
請
所
、
抑
留
造
幣
」
、
「
或
又
帯
一
任
之
契
状
、
割
裂
領
置
企
」
と
い
っ
て
朝
廷
に
訴
え
た
。

先
々
の
國
司
が
、
国
衙
－
「
郷
々
公
文
」
と
い
う
機
構
的
な
支
配
体
制
に
よ
ら
ず
、
武
家
勢
力
と
正
税
請
負
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
広
範
に
存
在

し
た
ら
し
い
。
い
わ
ゆ
る
請
所
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
国
衙
は
下
地
を
進
止
し
な
い
上
、
国
司
と
守
護
・
地
頭
問
の
契
約
で
あ
る
た
め
、
正
税
は

必
ず
し
も
国
衙
を
経
由
し
て
野
里
さ
れ
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
在
庁
官
人
制
の
基
盤
の
動
揺
も
し
く
は
縮
小
を
推
測
さ
せ

る
事
象
と
い
え
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
み
る
と
、
　
三
世
紀
後
半
以
降
の
在
庁
官
人
と
国
衙
領
の
関
係
が
改
め
て
問
題
に
な
っ
て
く
る
と
思
う
。
先
行
研
究

に
よ
る
と
一
四
世
紀
の
国
衙
領
に
は
「
国
衙
正
税
地
」
と
「
国
衙
一
円
進
止
之
地
」
の
二
形
態
が
あ
り
、
前
者
は
先
述
の
正
税
請
負
地
に
相
当

し
、
後
者
は
在
庁
名
か
ら
な
る
国
衙
機
構
の
強
い
制
止
下
に
あ
る
所
領
で
、
在
庁
官
人
制
の
要
素
が
色
濃
く
残
存
し
て
い
た
と
一
般
に
理
解
さ

　
　
　
⑪

れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
理
解
の
当
否
を
含
め
て
、
生
節
で
は
安
芸
国
の
「
国
衙
一
円
選
挙
之
地
」
の
性
質
を
み
て
い
き
、
在
庁
宮
人
制
や
中
世

国
衙
の
問
題
を
見
通
し
た
い
。

2

「
国
衙
　
円
進
止
之
地
」
と
在
庁
官
人

　
実
の
と
こ
ろ
鎌
倉
後
期
の
国
衙
領
は
史
料
的
な
制
約
か
ら
具
体
的
に
追
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
遠
兼
置
文
に
は
次
の
よ
う
な
興
味

深
い
記
載
が
あ
る
。
古
河
村
の
弥
冨
名
田
の
下
作
職
が
守
護
家
人
福
光
運
上
に
買
得
さ
れ
た
た
め
、
田
所
氏
は
「
為
時
評
依
為
守
護
家
入
、
不

可
相
伝
本
所
進
止
之
領
之
由
、
帯
国
司
御
挙
状
、
訴
申
子
細
於
六
波
羅
殿
」
し
た
と
い
う
。
下
作
職
レ
ベ
ル
の
売
買
に
も
田
所
氏
は
敏
感
に
反

応
し
、
守
護
勢
力
の
排
除
を
目
論
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
そ
の
際
に
在
庁
名
の
弥
冨
名
を
「
本
所
進
止
之
領
」
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
場
合
の
本
所
と
は
挙
状
を
出
し
た
国
司
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
本
所
一
円
地
の
論
理
が
国
衙
領
に
心
術
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

＝
二
世
紀
後
半
に
在
庁
に
よ
っ
て
「
國
衙
一
円
進
止
之
地
」
に
連
な
る
主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
点
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
次
に
建
武
政
権
期
・
南
北
朝
期
の
状
況
か
ら
「
国
衙
一
円
進
止
之
地
」
の
性
質
を
捕
捉
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
は
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⑫

建
武
政
権
期
に
つ
い
て
。
安
芸
国
主
は
東
寺
か
ら
後
醍
醐
天
皇
の
近
臣
万
里
小
路
宣
房
に
交
替
し
、
同
国
は
周
防
国
と
と
も
に
大
内
裏
造
営
料

国
に
宛
て
ら
れ
た
（
噸
太
平
記
』
巻
一
二
）
。
後
醍
醐
に
は
国
司
強
化
の
意
図
が
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
造
営
計
画
の
頓
挫
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
そ

れ
は
理
念
以
上
の
も
の
で
は
な
く
、
国
衙
機
構
や
現
実
の
国
衙
領
支
配
に
は
殆
ど
影
響
を
与
え
て
い
な
い
。
国
衙
領
の
存
在
形
態
に
前
代
と
の

大
き
な
断
絶
を
み
る
必
要
は
な
い
と
思
う
。
こ
の
頃
の
国
衙
領
で
注
目
し
た
い
の
は
田
所
氏
の
動
向
で
あ
る
。
建
武
元
年
（
一
三
三
四
）
三
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

に
田
所
氏
は
重
代
に
よ
り
杣
村
公
文
職
に
補
さ
れ
、
さ
ら
に
同
年
七
月
に
田
所
信
兼
は
国
宣
に
よ
っ
て
佐
西
郡
公
文
職
の
知
行
が
認
め
ら
れ
た
。

田
所
氏
が
郡
・
郷
・
村
の
公
文
職
の
集
積
を
図
っ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
。
一
四
世
紀
第
2
四
半
期
頃
の
安
芸
国
の
国
衙
領
に
つ
い
て
は
、
こ

の
公
文
職
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
る
と
考
え
る
。

　
そ
こ
で
南
北
朝
初
期
も
含
め
て
公
文
職
を
よ
り
具
体
的
に
み
て
い
こ
う
。
建
武
三
年
二
月
、
西
激
す
る
足
利
尊
氏
は
播
磨
国
室
津
で
山
陽
・

四
国
に
国
大
将
を
置
く
こ
と
を
定
め
、
安
芸
国
大
将
に
は
桃
井
義
盛
を
宛
て
た
。
桃
井
義
盛
は
早
速
に
三
月
八
日
付
で
敵
方
所
領
や
没
収
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

国
人
等
に
預
け
置
い
た
が
、
そ
の
中
に
入
野
郷
北
方
国
衙
郷
司
職
・
琴
南
郡
鼻
溝
職
が
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
で
は
こ
の
（
国
衙
）
郷

司
職
と
は
何
か
。
結
論
を
い
う
と
そ
れ
は
公
文
職
の
同
一
異
名
と
み
て
よ
い
と
考
え
る
。
例
え
ば
田
所
新
左
衛
門
尉
（
信
高
）
宛
の
暦
応
三
年

　
　
　
　
　
　
　
⑮

（
；
西
一
）
の
文
書
に
は
「
佐
西
郡
郷
司
職
」
と
み
え
る
が
、
そ
れ
が
同
氏
の
所
持
す
る
佐
西
郡
公
文
職
を
指
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
因

み
に
同
文
書
で
は
田
所
信
高
の
河
戸
村
所
務
職
の
知
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
所
務
職
も
郷
司
職
と
同
様
に
公
文
職
の
同
一
実
態
と
み

て
支
障
な
か
ろ
う
。
田
所
氏
に
よ
る
公
文
職
（
郷
司
職
・
所
務
職
）
の
集
積
は
南
北
朝
初
期
頃
ま
で
継
続
す
る
動
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
次
に
公
文
職
の
性
質
を
み
よ
う
。
時
代
は
降
る
が
応
永
二
一
年
（
一
四
一
四
）
四
月
一
一
日
置
早
川
則
平
譲
状
案
に
は
「
郡
戸
郷
地
頭
井
公

文
職
事
」
「
戸
野
郷
半
分
地
頭
・
国
衙
公
文
職
事
」
と
み
え
、
（
国
衙
）
公
文
職
が
地
頭
職
に
対
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
か
ら
考

え
る
と
、
公
文
職
と
は
国
衙
領
に
対
す
る
国
衙
側
の
権
益
を
職
と
い
う
形
に
成
型
し
た
も
の
で
、
「
国
衙
一
円
進
止
属
地
」
の
実
体
で
あ
っ
た

と
み
な
し
得
る
。
そ
し
て
公
文
職
の
保
有
を
知
行
と
い
っ
て
い
る
点
に
も
注
意
し
た
い
（
先
述
の
佐
西
郡
・
河
戸
村
）
。
公
文
職
の
補
任
文
書
に

は
「
有
限
御
公
事
等
、
任
先
例
不
可
致
解
怠
」
（
杣
村
）
や
「
御
年
貢
・
御
公
事
以
下
、
任
先
例
露
盤
致
其
沙
汰
」
（
佐
西
郡
）
、
「
正
税
無
面
子
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可
被
勤
仕
」
（
河
戸
村
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
公
文
職
保
有
者
が
国
主
に
対
し
て
正
税
・
公
事
を
請
け
負
う
こ
と
で
郡
・
郷
・
村
を
所
領
と

し
て
知
行
で
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
国
司
が
武
家
勢
力
と
正
税
請
負
契
約
を
結
ん
で
い
た
こ
と
を
み
た
が
、
公
文
職
の

知
行
も
そ
れ
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
以
上
、
公
文
職
が
「
国
衙
一
円
繋
止
之
地
」
の
実
体
と
な
り
、
そ
の
知
行
は
正
税
・
公
事
の
請
負
を
基
礎
に
し
て
い
た
こ
と
を
み
た
。
こ
こ

で
は
特
に
「
郷
々
公
文
」
と
の
質
的
相
違
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
郷
々
公
文
」
は
申
下
級
の
在
庁
層
で
あ
り
、
国
衙
機
構
の
監
督
下
に
あ

っ
た
が
、
当
該
期
の
公
文
職
は
田
所
氏
の
よ
う
な
上
級
在
庁
の
知
行
の
対
象
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
国
衙
在
庁
機
構
に
よ
る
組
織
的
な
形
で

の
国
衙
領
支
配
体
制
が
行
き
詰
ま
り
、
そ
の
物
的
基
盤
が
動
揺
す
る
中
で
、
有
力
在
庁
が
自
己
の
権
益
（
所
領
）
の
確
保
に
走
り
始
め
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
⑰

の
結
果
と
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
公
文
職
の
競
望
と
し
て
も
現
象
し
た
と
思
わ
れ
る
。
河
芦
村
所
務
職
の
件
で
は
「
重
代
之
由
被
望
申

之
上
者
、
知
行
不
可
有
相
違
」
と
み
え
、
他
の
競
望
者
の
存
在
を
推
測
さ
せ
る
文
言
に
な
っ
て
い
る
。
公
文
職
が
有
力
在
庁
の
個
別
利
害
の
問

題
に
嫉
小
化
し
、
田
所
氏
も
率
先
し
て
か
か
る
動
向
（
公
文
職
1
1
所
領
の
集
積
）
の
中
に
身
を
置
い
て
い
た
様
子
が
読
み
取
れ
よ
う
。
こ
う
し
た

状
況
か
ら
す
る
と
、
当
該
期
の
「
国
衙
一
円
心
止
之
地
」
に
は
、
個
々
の
在
庁
の
関
与
は
あ
る
に
し
て
も
、
在
庁
官
人
制
を
体
制
と
し
て
支
え

る
よ
う
な
性
質
は
稀
薄
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
思
う
。

　
こ
の
点
は
内
乱
状
況
を
経
た
一
四
世
紀
後
半
に
は
さ
ら
に
違
っ
た
形
で
明
確
に
な
る
。
す
な
わ
ち
国
衙
領
と
在
庁
の
関
係
性
が
一
層
減
退
す

る
の
で
あ
る
。
観
応
の
擾
乱
後
も
芸
北
で
は
南
朝
方
・
直
冬
方
が
勢
力
を
張
っ
て
い
た
が
、
中
国
管
領
細
川
頼
之
の
下
向
と
大
内
弘
世
の
幕
府

へ
の
帰
服
に
よ
っ
て
貞
治
二
年
（
～
三
六
三
）
に
は
そ
れ
も
収
ま
っ
た
。
し
か
し
国
衙
領
は
半
済
・
預
置
に
よ
り
退
転
・
不
知
行
状
態
に
陥
っ

て
お
り
、
公
文
職
1
1
「
国
衙
一
円
港
江
之
地
」
は
無
実
化
し
て
い
た
。
国
主
東
寺
は
諸
揖
保
地
頭
等
に
よ
る
国
衙
領
押
領
を
繰
り
返
し
幕
府
に

訴
え
る
一
方
で
、
国
衙
領
の
興
行
を
図
っ
て
い
く
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
う
し
た
動
向
の
中
に
在
庁
官
人
の
姿
は
み
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
以
下
そ
の
徴
証
を
三
点
ほ
ど
挙
げ
て
お
こ
う
。
第
一
は
当
該
期
の
国
衙
領
は
専
ら
「
野
畑
職
」
「
國
衙
方
」
「
国
衙
分
」
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、

公
文
職
の
呼
称
が
み
え
な
く
な
る
点
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
公
文
職
を
通
じ
た
在
庁
の
関
与
の
後
退
を
端
的
に
示
し
て
い
よ
う
。
第
二
は
国
衙
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⑲

領
の
所
務
形
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
延
文
二
年
（
～
三
五
七
〉
九
月
二
八
母
権
律
師
玄
祐
国
衙
目
代
職
請
文
に
は
、
二
条
目
に
「
得
地
下
人
之

語
、
不
可
存
私
曲
事
」
、
三
条
目
に
「
以
年
貢
等
令
契
約
武
家
仁
、
令
違
乱
所
務
者
、
可
被
申
行
罪
科
事
」
と
み
え
る
。
目
代
が
結
託
す
る
対

象
に
は
地
下
人
（
沙
汰
人
・
名
主
層
）
が
挙
が
っ
て
お
り
、
在
庁
は
想
定
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
「
武
家
仁
」
と
の
年
貢
契
約
の
禁
止
条
項
か
ら

は
、
逆
に
目
代
が
武
家
勢
力
を
含
め
て
広
範
な
人
々
と
所
務
契
約
を
交
わ
し
て
い
た
実
態
を
窺
わ
せ
る
。
在
庁
官
人
は
も
は
や
国
衙
領
の
所
務

の
中
核
に
は
い
な
か
っ
た
。
そ
し
て
第
三
は
国
衙
領
の
訴
訟
に
つ
い
て
で
あ
る
。
東
寺
と
温
科
村
地
頭
の
相
論
に
関
す
る
嘉
慶
元
年
（
；
天

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
⑳

七
）
一
〇
月
＝
日
管
領
斯
波
義
将
奉
書
に
よ
る
と
、
田
所
在
俊
は
幕
府
か
ら
の
下
問
に
対
し
て
回
答
書
（
請
文
）
を
進
め
る
の
み
で
、
訴
訟

自
体
に
は
加
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
鎌
倉
後
期
の
給
免
田
・
別
符
等
の
訴
訟
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
在
庁
官
人
と
国
衙
領
の
関
係

性
が
極
め
て
稀
薄
に
な
っ
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
な
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
一
四
世
紀
後
半
の
国
衙
領
で
は
在
庁
は
既
に
後
景
に
退
い
て
お
り
、
か
わ
っ
て
国
主
・
目
代
側
が
訴
訟
・
所
領
経
営
の
前
面
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

出
て
き
て
い
た
。
国
衙
領
の
危
機
的
状
況
が
国
主
側
の
主
導
性
を
必
然
化
さ
せ
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
当
該
期
の

安
芸
国
の
「
国
衙
一
円
進
止
心
地
」
が
在
庁
機
構
の
強
い
進
止
下
に
あ
っ
た
と
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
以
上
、
概
括
的
な
が
ら
建
武
政
権
期
・
南
北
朝
期
の
「
国
衙
一
円
悪
止
之
地
」
を
み
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
そ
こ
に
在
庁
官
入
制
の
色
濃
い
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

素
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
国
衙
領
は
も
は
や
在
庁
機
構
の
体
綱
的
な
基
盤
と
し
て
の
性
質
は
備
え
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
一

方
で
、
南
北
朝
初
期
量
ま
で
の
田
所
氏
に
よ
る
公
文
職
の
集
積
と
い
う
動
向
を
踏
ま
え
る
と
、
国
衙
領
に
か
わ
っ
て
官
人
制
を
裏
付
け
る
よ
う

な
基
盤
が
他
に
存
在
し
て
い
た
と
も
考
え
難
い
。
国
衙
1
「
郷
々
公
文
」
と
い
う
機
構
的
な
形
で
の
国
衙
領
支
配
体
制
の
行
き
詰
ま
り
は
、
在

庁
官
人
制
の
解
体
を
決
定
付
け
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
国
衙
機
能
の
大
幅
な
後
退
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
と
推
考
で
き
る
。

　
こ
の
点
を
；
一
世
紀
後
期
の
状
況
か
ら
も
若
干
補
足
し
て
お
き
た
い
。
遠
兼
置
文
に
は
「
依
国
宣
参
路
時
」
の
晶
帯
に
つ
い
て
、
「
在
庁
井

諸
供
僧
・
騒
々
公
文
等
・
下
書
生
以
下
諸
国
役
人
等
、
先
々
皆
以
舞
茸
沙
汰
畢
、
而
近
年
寄
事
於
世
間
不
堪
不
沙
汰
条
、
無
其
謂
者
哉
」
と
あ

る
。
勤
勉
の
中
身
は
判
然
と
は
し
な
い
が
、
重
層
的
序
列
を
も
っ
た
官
人
群
か
ら
な
る
在
庁
機
構
が
十
全
に
機
能
し
な
く
な
っ
て
い
る
様
子
が
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窺
え
る
。
在
庁
官
人
制
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
行
政
機
能
の
麻
痺
状
況
の
一
面
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
も
う
一
点
、
厳
島
社
の
動
向
に

も
注
目
し
て
お
き
た
い
。
国
衙
領
注
進
状
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
国
衙
と
厳
島
社
は
緊
密
な
関
係
に
あ
っ
た
が
、
　
三
世
紀
末
に
は
神
主
家
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

よ
っ
て
社
領
支
配
の
再
編
・
強
化
が
図
ら
れ
、
国
衙
か
ら
は
離
脱
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
国
衙
の
行
政
執
行
能
力
・
支
配
能
力
の
減
退
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
、
厳
島
社
は
国
衙
を
前
提
と
し
な
い
支
配
体
制
を
構
築
し
始
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
三
世
紀
後
半
に
は
武
家
勢
力
に
よ
る
国
衙
領
の
変
質
が
確
認
で
き
、
ま
た
本
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
在
庁
名
を
「
本
所
土
止
之
領
」

と
す
る
ご
と
き
主
張
が
み
ら
れ
た
。
「
国
衙
一
円
進
止
之
地
」
の
生
成
過
程
は
史
料
的
制
約
か
ら
具
体
的
な
追
究
は
困
難
だ
が
、
一
三
世
紀
後

半
の
国
衙
領
の
動
揺
を
う
け
た
縮
小
・
再
編
を
経
て
、
一
四
世
紀
第
2
四
半
期
頃
に
は
一
つ
の
形
（
公
文
職
）
に
成
型
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
起
点
と
な
る
一
三
世
紀
後
半
に
は
上
述
の
ご
と
き
国
衙
在
庁
機
構
の
機
能
低
下
を
示
す
事
象
が
確
認
で
き
た
。
国
衙
機
構
に
よ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

国
衙
領
支
配
体
制
の
動
揺
に
よ
り
、
在
庁
機
構
…
は
そ
の
体
制
的
基
盤
を
喪
失
し
て
い
き
、
在
庁
官
人
制
に
支
え
ら
れ
た
国
衙
機
能
も
大
き
く
後

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

退
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
国
衙
の
地
方
行
政
機
構
と
し
て
の
性
質
は
鎌
倉
後
期
に
失
わ
れ
始
め
て
い
き
、
そ
の
流
れ
の
帰
着
と
し
て
南
北
朝

期
に
は
一
所
領
を
指
示
す
る
語
と
し
て
の
「
国
衙
」
の
用
法
が
定
着
す
る
の
で
あ
る
。

①
第
～
章
注
⑪
文
書
。

②
第
～
章
注
⑦
文
書
。

③
国
主
得
分
の
全
て
が
修
造
料
に
宛
て
ら
れ
た
の
で
、
あ
る
い
は
中
央
公
事
用
途

　
が
「
留
国
用
途
」
と
し
て
国
衙
に
留
め
ら
れ
た
と
す
る
考
え
方
も
あ
り
得
る
か
も

　
し
れ
な
い
。
し
か
し
厳
島
社
雪
国
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
年
未
詳
六
月
二
一
日

　
安
芸
守
某
請
文
（
植
民
経
記
臨
紙
背
文
轡
、
『
鎌
』
補
＝
二
二
号
）
に
「
恒
例
臨

　
時
課
役
皆
免
候
」
と
み
え
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
可
能
性
は
低
い
と
思
う
。

　
ま
た
時
代
は
降
る
が
、
東
寺
造
国
期
の
安
芸
国
の
国
役
は
賀
茂
祭
用
途
（
二
千

　
疋
）
・
新
日
吉
小
五
月
会
議
二
合
袴
二
腰
・
伊
勢
例
幣
と
い
う
最
小
限
の
負
担
で

　
あ
り
（
正
安
三
年
八
月
一
九
日
後
宇
多
上
皇
院
宣
案
、
東
寺
百
合
文
書
ヒ
函
、

　
『
鎌
盛
二
〇
八
四
〇
号
）
、
二
〇
〇
石
に
ま
で
達
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

④
年
月
日
来
詳
武
蔵
国
衙
下
行
米
注
文
（
断
簡
）
（
金
沢
文
庫
古
文
書
、
『
鎌
㎞
一

　
二
八
九
〇
号
）
。
こ
れ
を
含
め
た
武
蔵
国
衙
関
係
の
文
書
は
石
井
進
「
金
沢
文
庫

　
古
文
書
に
あ
ら
わ
れ
た
鎌
倉
幕
府
下
の
武
蔵
国
衙
」
（
隅
石
井
進
著
作
集
　
第
四

　
巻
撫
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
四
年
。
初
出
は
一
九
六
五
年
）
を
参
照
。

⑤
史
料
の
制
約
か
ら
明
確
に
は
で
き
な
い
が
、
門
留
国
官
物
扁
以
外
に
も
交
尾

　
（
付
加
税
）
等
の
国
衙
領
収
益
が
官
人
群
の
得
分
の
一
つ
と
し
て
あ
っ
た
可
能
性

　
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

⑥
懐
郷
の
公
文
は
＝
世
紀
後
半
に
も
確
認
で
き
る
が
、
一
二
世
紀
に
国
衙
領
が

　
再
編
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
（
第
二
転
注
⑭
参
照
）
、
そ
れ
を
直
接
に
鎌
倉
期

　
に
繋
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

⑦
年
来
詳
卯
月
一
日
某
書
状
（
野
坂
文
書
、
魍
県
史
皿
睡
七
二
五
頁
）
。
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⑧
安
芸
国
の
収
納
使
に
は
目
代
・
有
力
在
庁
が
就
い
て
い
た
こ
と
（
第
二
章
注
⑥

　
参
照
）
か
ら
こ
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
な
お
こ
う
し
た
官
物
結
解
の
作
法
に
つ
い

　
て
は
、
＝
～
世
紀
半
ば
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
郡
司
郷
皇
土
納
田
同
等
、
先
作
結

　
解
テ
付
税
所
、
税
所
付
目
代
、
…
…
国
司
在
京
之
時
ハ
加
目
代
判
テ
下
税
所
」

　
（
久
安
五
年
五
月
六
目
東
大
寺
権
上
座
覚
仁
・
伊
賀
国
目
代
中
原
利
宗
問
注
記
案
、

　
東
大
寺
毒
害
、
荊
平
』
二
六
六
四
号
）
と
い
う
伊
賀
国
の
事
例
が
参
考
に
な
ろ
う
。

⑨
建
治
元
年
九
月
～
○
日
六
波
羅
御
教
書
（
藤
田
精
一
氏
旧
蔵
文
書
、
凹
鎌
睡
一

　
二
〇
一
五
号
）
、
（
正
応
二
年
六
月
）
二
四
日
某
書
状
案
（
東
寺
百
合
文
書
エ
函
、

　
『
鎌
』
｝
六
八
八
七
号
）
、
正
安
三
年
一
一
月
一
日
六
波
羅
御
教
書
案
（
『
芸
備
郡

　
中
士
筋
者
書
出
』
所
収
、
『
県
史
V
』
　
四
二
八
頁
）
、
乾
元
二
年
七
月
二
六
日
六

　
波
羅
御
教
書
（
藤
田
精
～
氏
旧
人
文
書
、
『
鎌
睡
二
～
五
八
六
号
）
。
ま
た
遠
兼
置

　
文
や
天
明
五
年
七
月
田
所
家
文
書
目
録
（
噸
楓
軒
文
園
纂
盛
所
収
田
所
家
文
書
、

　
『
県
史
N
』
解
説
一
七
頁
）
の
「
下
知
状
」
の
記
載
か
ら
も
、
鎌
愈
後
期
に
田
所

　
氏
が
頻
繁
に
六
波
羅
へ
の
訴
訟
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

⑩
永
仁
五
年
九
月
～
二
日
宮
宣
旨
案
（
自
河
本
東
寺
百
合
文
題
、
馴
鎌
㎞
一
九
四

　
四
九
号
）
。

⑪
前
掲
上
村
論
文
・
霞
沼
論
文
・
誉
田
論
文
。
網
野
善
彦
「
荘
園
公
領
制
の
形
成

　
と
構
造
」
（
『
日
本
中
世
土
地
制
度
史
の
研
究
輪
塙
磐
房
、
一
九
九
一
年
。
初
出
は

　
一
九
七
三
年
）
四
〇
買
。

⑫
吉
井
功
児
『
建
武
政
権
期
の
国
司
と
守
護
漸
（
近
代
文
芸
社
、
　
九
九
三
年
）

　
一
よ
ハ
晶
ハ
～
・
九
習
貝
。

⑬
建
武
元
年
三
月
ヨ
国
司
庁
宣
写
（
厳
島
野
坂
文
書
、
『
南
臨
一
八
号
）
。
（
建
武

　
元
年
）
七
月
一
二
日
国
宣
写
（
新
出
野
坂
文
書
、
『
南
魅
四
四
号
）
、
（
建
武
元
年
）

　
七
月
～
七
日
目
代
施
行
書
写
（
厳
島
野
坂
文
書
、
『
南
』
四
六
号
）
。

⑭
建
武
三
年
三
月
八
日
垂
井
義
盛
預
状
案
（
長
門
毛
利
家
文
書
・
長
門
内
藤
家
文

　
書
、
噸
南
』
二
八
四
・
二
八
六
号
）
。
国
衙
領
を
郷
司
職
と
い
う
名
目
で
預
け
置
い

　
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
後
述
す
る
よ
う
な
公
文
職
1
1
「
国
衙
一
円
進
止
之
地
」
と
い

　
う
形
で
の
国
防
領
再
編
の
様
子
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

⑮
暦
応
三
年
八
月
二
〇
日
惟
信
書
状
写
（
新
出
野
坂
文
書
、
『
南
睡
九
八
九
号
）
。

⑯
『
大
日
本
古
文
書
小
早
川
文
書
心
労
六
一
〇
頁
。

⑰
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
正
税
・
公
事
の
請
負
と
い
う
国
主
側
と
の
合
意
の
上
で
成
り

　
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

⑱
応
安
元
年
七
月
置
百
慶
千
代
丸
国
衙
所
務
職
請
文
（
東
寺
百
合
文
書
せ
函
、

　
『
南
』
三
六
二
〇
号
）
に
は
半
済
地
に
対
置
し
て
「
所
務
為
一
円
」
と
い
う
表
現

　
が
み
え
る
。
「
国
衙
職
」
「
国
衙
方
」
「
国
衙
分
」
と
は
そ
う
し
た
所
務
一
円
を
属

　
性
と
す
る
所
領
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

⑲
東
寺
百
合
文
書
オ
函
（
『
南
臨
二
九
三
七
号
）
。

⑳
東
寺
百
合
文
書
オ
函
（
『
南
』
五
〇
九
一
号
）
。

⑳
　
こ
う
し
た
動
向
は
か
た
ち
こ
そ
違
う
も
の
の
、
在
庁
名
か
ら
な
る
尾
張
国
の

　
「
国
衙
一
円
進
止
郷
地
」
に
も
窺
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
別

　
の
機
会
に
譲
り
た
い
。

⑫
　
こ
の
点
で
、
地
方
寺
社
系
の
免
田
が
「
国
衙
一
円
進
止
建
地
」
へ
連
な
っ
て
い

　
く
と
す
る
誉
田
氏
の
理
解
に
は
従
え
な
い
。

⑳
永
仁
二
年
三
月
二
八
日
関
東
下
知
状
案
（
御
判
物
帖
、
咽
鎌
』
一
八
五
一
百
写
）

　
に
よ
る
と
、
神
主
家
が
門
役
難
渋
の
社
領
（
桑
原
新
庄
以
下
四
所
）
を
直
轄
領
化

　
し
て
い
る
。
厳
島
社
支
配
の
変
容
に
つ
い
て
は
角
重
岡
「
鎌
倉
・
南
北
朝
期
厳
島

　
社
支
配
の
特
質
」
（
『
史
学
研
究
漏
～
四
七
号
、
～
九
八
○
年
）
参
照
。

⑳
　
給
免
田
体
制
の
動
揺
↓
公
文
職
の
集
積
と
い
う
有
力
在
庁
の
動
き
は
、
こ
う
し

　
た
厳
島
社
の
動
向
に
な
ぞ
ら
え
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

㊧
　
～
四
世
紀
の
安
芸
国
で
は
正
和
・
元
応
・
貞
和
に
検
注
が
実
施
も
し
く
は
企
図

　
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
が
（
『
東
宝
記
幅
第
三
百
三
下
、
〔
貞
和
四
年
〕

　
後
六
月
一
一
日
光
厳
上
皇
院
宣
、
東
寺
百
合
文
轡
こ
函
、
『
南
塩
一
七
二
二
号
）
、

　
当
該
期
の
国
検
は
検
注
料
物
の
徴
収
と
い
う
点
に
主
眼
が
あ
り
、
国
衙
領
を
積
極

　
的
に
編
成
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
よ
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て
こ
の
頃
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に
国
衙
に
よ
る
国
衙
領
の
再
建
や
再
編
が
な
さ
れ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と

　
思
う
。

⑳
　
多
数
の
在
庁
連
署
を
載
せ
る
正
和
二
年
三
月
一
〇
日
周
防
国
在
庁
官
人
等
連
署

　
起
請
文
案
（
阿
弥
陀
寺
文
書
、
『
鎌
㎞
二
四
八
二
〇
号
）
や
元
応
元
年
一
〇
月
日

　
常
陸
国
在
庁
・
供
僧
等
申
状
（
総
社
神
社
文
正
、
回
田
』
二
七
二
九
三
号
）
が
あ

　
る
よ
う
に
、
鎌
倉
後
期
に
直
ち
に
在
庁
官
入
制
が
解
体
し
た
と
す
る
こ
と
は
で
き

　
な
い
。
た
だ
こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
府
中
域
の
寺
院
や
所
領
に
関
す
る
問
題
で
あ
る

　
点
に
も
注
意
し
た
い
。
在
庁
官
人
と
府
中
・
府
中
寺
社
・
祭
祀
等
と
の
関
わ
り
は

　
歴
史
的
に
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
関
係
性
は
後
々
ま
で
保
た
れ
る
か
ら
で

あ
る
（
な
お
、
こ
う
し
た
点
か
ら
井
原
今
朝
男
「
中
世
の
国
衙
寺
社
体
制
と
民
衆

統
合
儀
礼
」
〔
一
宮
研
究
会
編
槻
中
世
一
宮
制
の
歴
史
的
展
開
　
下
㎞
岩
照
書
院
、

二
〇
〇
四
年
〕
は
中
世
後
期
に
お
け
る
国
衙
寺
社
体
制
の
存
続
を
主
張
す
る
）
。

こ
の
時
期
在
庁
官
人
等
の
活
動
は
府
中
域
へ
と
縮
小
・
収
敏
し
て
い
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
因
み
に
安
芸
国
の
田
所
氏
は
南
北
朝
期
以
降
、
地
方
行
政
官
人
と

し
て
の
性
格
は
削
ぎ
落
ち
て
い
き
、
厳
島
神
職
（
府
中
上
卿
）
を
勤
め
る
府
中
の

勢
家
と
し
て
存
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
の
田
所
氏
に
つ
い
て
は
井
上

智
勝
「
近
琶
安
芸
府
中
の
祭
祀
秩
序
と
朝
廷
権
威
」
盆
芸
備
地
方
史
研
究
紬
二
四

五
・
二
四
六
号
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

お
　
わ
　
り
　
に

西国国衙における在庁官入制の解体（小原）

　
本
稿
は
、
西
国
に
お
い
て
幕
府
勢
力
が
最
も
円
滑
に
国
衙
機
構
に
入
り
込
み
、
守
護
に
よ
る
在
庁
機
構
の
掌
握
に
成
功
し
た
と
さ
れ
る
安
芸

国
の
史
料
を
読
み
直
す
こ
と
を
通
じ
て
、
中
世
国
衙
と
そ
れ
を
支
え
る
在
庁
官
人
制
の
歴
史
的
変
容
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
論
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
守
護
と
在
庁
機
構
の
関
係
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
公
下
田
鴬
野
論
と
在
庁
兄
部
職
の
内
実
に
つ
い
て
再
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、
公
論

田
割
替
は
守
護
に
よ
る
国
衙
在
庁
機
構
の
統
制
手
段
と
し
て
は
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
、
在
庁
兄
帯
磁
は
国
衙
か
ら
遊
離
し
て
本
来
の
役
割
は
形

骸
化
し
、
ま
た
在
庁
工
部
宗
孝
親
と
国
衙
の
対
立
も
度
々
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
た
。
守
護
が
在
庁
兄
細
書
を
挺
子
に
し
て
制
度
的
に
国
衙
在

庁
機
構
を
統
率
し
、
そ
の
行
政
機
能
を
吸
収
し
て
い
っ
た
と
い
う
図
式
は
、
実
の
と
こ
ろ
史
料
か
ら
は
導
け
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
守
護
は

給
免
田
・
別
符
を
押
領
す
る
こ
と
も
あ
り
、
在
庁
官
人
制
を
擁
護
す
る
姿
勢
は
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
国
衙
の
行
政
的
権
能
を
前
提

に
、
そ
れ
を
吸
収
す
る
こ
と
で
守
護
の
領
域
的
支
配
が
確
立
し
て
い
っ
た
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
う
。

　
次
に
在
庁
官
人
制
を
歴
史
的
に
跡
付
け
る
た
め
に
、
在
庁
機
構
の
主
た
る
物
的
基
盤
で
あ
っ
た
国
衙
領
の
変
容
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
＝
二
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世
紀
中
頃
に
は
国
衙
1
「
再
々
公
文
」
と
い
う
機
構
的
な
形
で
の
国
衙
領
支
配
体
制
が
確
認
で
き
た
が
、
一
三
世
紀
後
半
に
は
武
家
勢
力
の
た

め
国
衙
領
は
動
揺
し
て
い
き
、
　
四
世
紀
に
は
「
国
衙
一
円
進
止
高
地
」
へ
と
縮
小
・
再
編
さ
れ
た
。
た
だ
し
そ
れ
は
も
は
や
在
庁
官
人
制
を

支
え
る
よ
う
な
性
質
は
備
え
て
お
ら
ず
、
在
庁
官
人
制
は
そ
の
基
盤
の
動
揺
に
よ
っ
て
一
三
世
紀
後
半
に
解
体
の
流
れ
が
決
定
的
に
な
り
、
そ

れ
に
支
え
ら
れ
た
国
衙
機
能
も
大
き
く
後
退
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
地
方
行
政
機
構
た
る
国
衙
の
性
質
は
か
く
し
て
そ
の
実
質
を
失
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
〈
幕
府
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
〉
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
ま
ず
私
見
を
述
べ
る
と
、
国
衙

の
行
政
的
権
能
を
所
与
の
も
の
と
す
る
の
は
馳
駆
史
的
で
あ
り
、
鎌
倉
後
期
に
は
国
衙
機
能
が
著
し
く
後
退
す
る
事
実
を
認
識
す
べ
き
だ
と
考

　
①
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、

え
る
。
幕
府
に
よ
る
一
国
平
均
役
の
賦
課
・
徴
収
へ
の
関
与
の
背
景
に
、
国
衙
の
行
政
執
行
能
力
の
減
退
が
あ
っ
た
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
近
年
の
研
究
が
指
摘
す
る
御
家
人
領
の
国
家
財
政
上
で
の
位
置
の
高
ま
り
や
、
そ
れ
に
伴
う
荘
園
制
再
編
の
動
き
な
ど
も

考
慮
す
る
な
ら
ば
、
〈
幕
府
に
よ
る
国
衙
機
能
の
吸
収
〉
と
は
、
そ
れ
が
政
治
戦
略
的
な
方
向
性
を
も
っ
た
運
動
だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
如
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
③

の
状
況
の
中
で
「
鎌
倉
幕
府
が
中
世
国
家
運
営
の
主
導
権
を
握
っ
た
（
あ
る
い
は
握
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
）
」
（
傍
点
－
筆
者
）
こ
と
の
結
果
と
い

え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
幕
府
が
当
該
期
の
国
衙
を
吸
収
・
克
服
す
べ
き
対
象
に
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
よ
う
に
思
う
。

　
も
う
一
点
、
安
芸
国
の
一
国
平
均
役
の
事
例
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
延
慶
三
年
（
；
＝
○
）
に
志
芳
荘
一
方
地
頭
の
肥
後
政
行
・
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

芸
遠
政
両
人
が
大
嘗
会
米
神
部
を
語
ら
っ
て
東
寺
領
新
勅
旨
田
に
乱
入
し
た
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
両
人
の
性
格
で
あ
る
。
実
は
彼
等
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

同
じ
頃
に
同
じ
組
み
合
わ
せ
で
両
使
と
し
て
も
み
え
て
お
り
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
彼
等
の
活
動
は
六
波
羅
－
使
節
と
い
う
幕
麻
の
支
配
系
に
発
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
幕
府
の
西
国
支
配
の
神
経
系
統
は
必
ず
し
も
守
護
に
国
璽
す
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
こ
の
種

の
問
題
を
総
括
す
る
の
に
、
朝
廷
の
地
方
行
政
機
構
で
あ
る
国
衙
の
権
限
が
、
幕
府
の
地
方
支
配
官
で
あ
る
守
護
の
許
に
吸
収
・
集
積
さ
れ
て

い
っ
た
と
、
二
項
対
立
的
に
、
し
か
も
権
限
移
動
論
的
な
理
解
で
行
っ
た
の
で
は
ま
ず
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
本
稿
は
守
護
支
配
の
展
開
に

関
す
る
分
析
を
全
く
欠
く
の
で
軽
々
な
こ
と
は
い
え
な
い
が
、
国
衙
公
権
の
継
承
を
過
度
に
評
価
す
る
議
論
は
、
実
態
に
即
し
て
相
対
化
し
て
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い
く
必
要
も
あ
る
よ
う
に
思
う
。

①
前
掲
稲
葉
論
文
は
鎌
倉
後
期
に
公
武
権
力
が
公
田
興
行
政
策
を
進
め
た
こ
と
を

　
論
じ
る
。
こ
れ
は
諸
国
の
財
政
負
担
能
力
が
著
し
く
低
下
し
て
い
た
現
実
に
対
す

　
る
措
置
で
あ
る
が
、
そ
の
背
景
に
国
衙
領
の
退
転
や
国
篠
機
能
の
山
偏
が
あ
っ
た

　
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

②
高
橋
典
幸
「
鎌
倉
幕
府
軍
制
の
構
造
と
展
開
」
（
『
史
学
雑
誌
暁
第
～
〇
五
編
～

　
号
、
一
九
九
六
年
）
、
清
水
亮
「
鎌
倉
幕
府
御
家
人
役
賦
課
制
度
の
展
開
と
中
世

　
国
家
」
（
『
歴
史
学
研
究
翫
七
六
〇
号
、
一
δ
〇
二
年
）
、
高
橋
一
樹
「
荘
園
制
の

　
変
質
と
公
武
権
力
」
（
『
歴
史
学
研
究
』
七
九
四
号
、
二
〇
〇
留
年
）
。
ま
た
上
杉

　
和
彦
「
国
家
的
収
取
体
制
と
鎌
倉
幕
府
」
（
『
歴
史
学
研
究
睡
六
五
七
号
、
～
九
九

　
四
年
）
な
ど
の
財
政
史
研
究
も
参
照
。

③
前
掲
清
水
論
文
一
五
頁
。

④
応
長
元
年
六
月
日
新
勅
旨
田
雑
掌
頼
有
申
状
案
（
東
寺
百
合
文
轡
な
函
、
『
鎌
瞬

　
二
四
三
三
三
号
）
な
ど
。
因
み
に
志
芳
荘
は
賀
茂
郡
に
所
在
し
て
お
り
、
新
勅
旨

　
田
と
は
距
離
的
に
は
離
れ
て
い
る
。

⑤
正
安
三
年
＝
月
一
日
六
波
羅
御
教
書
案
（
州
芸
備
郡
中
延
懸
者
書
出
臨
所
収
、

　
『
県
史
V
㎞
　
一
四
二
八
頁
）
。

⑥
上
杉
和
彦
「
鎌
倉
期
役
夫
工
米
の
賦
課
と
免
除
」
（
『
史
学
雑
誌
㎞
第
一
〇
四
編

　
一
〇
号
、
一
九
九
五
年
）
で
は
、
丹
波
掌
大
山
荘
の
地
頭
中
沢
基
員
が
「
御
使
」

　
と
し
て
簡
単
の
宮
田
荘
へ
の
大
嘗
会
米
催
促
に
関
与
し
て
い
た
事
実
が
指
摘
さ
れ

　
て
い
る
。

［
付
記
］
　
投
稿
後
に
、
錦
織
勤
『
中
世
国
衙
領
の
支
配
構
造
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二

〇
〇
五
年
）
が
上
梓
さ
れ
た
。
本
稿
の
考
察
に
関
わ
る
指
摘
も
な
さ
れ
て
い
る
の

　
で
、
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

西国国衙における在庁官人制の解体（小原）
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The　Dissolution　of　the　Z2励6－kanjin在庁官人System

in　the　Provincial　Government　Oraces　of　Western　Japan　：

　　　A　Re－exarnination　of　llistorical　Sources　Related　to

the　Pro血cial　Gove㎜ent　O笛ce　of　the　Pro血ce　of趣

by

KOHARA　Yosh面

In　tlnis　article，　1　exEur｝ine　the　issues　of　medieval　provincial　govemment　othces，

feoleugts．国衙，　and　2σlo励α吻（local　government　personnel）who　suppoτted　them

through　a　re－examination　of　historical　sources　from　the　province　of　Ald，　where　baleufa

power　is　thought　to　have　been　introduced　most　smoothly　into　the　provincial

govemment　organization　and　the　leadership　and　control　over　zaicho“一hanjin　by　the

Syugo守護was　successfuL　First，　in　regard　to　the　relationship　between　the　syugo

and　provincial　govemment　organization，　1　re－exarrtine　lshii　Susumu’s　theory　of　the

redistr］lbution　of　the　fields　devoted　to　the　support　of　2aicho“一々α吻％，　leugaiden公癬田，

and　the　reality　of　the　rights　of　the　director　of　the　provinciai　othce，　zaich6－leonole6be－

shilei在庁面部職．　As　a　result　1　point　out　that　the　redistribution　of　kugaiden　could　not

have　bGeeR　used　as　a　method　by　the　syugo　to　control　the　organization　of　provincial

government，　that　by　separating　the　zaicho“一leonoleo”be　from　the　hofeuga，　its　original　role

became　foss盗zed，　and　tぬa£the　conf薩ct　between£heん。肋即and　the　2漉。乃δ一ん。ηoんδδθ

Sou　Takach墾くa宗孝親was　starkly　visible．

　　The　schema　that　shows　the　syugo　employing　the　2aichO－konleo“be－shiki　as　leverage

to　systematically　control　the　local　organization　of　the　provincial　govemment　and　thus

assume　its　functions　cannot　be　deduced　from　historical　sources．

1　continue　by　marldng　the　chaRges　in　the　territory　of　the　provincial　government，

ん。惣η姻衙領，which　was　the　material　base　of　the　provincial　govemment

organization．　I　have　cor曲me戯hat　the　8β蓉6一々％辮。η郷々公文（clerica正of丘cials　at　the

district　level），　was　an　organization　that　controlled　provincial　govemment　territory　in

the　leofeuga　of　the　mid－13th　century．　ln　the　second　haif　of　the　13th　century，　the

leokuganyy6　was　shaken　by　the　rise　of　warrior　power，　and　by　the　14th　century　it　was

reduced　and　re－organized　into　the　leokuga－ichien－shinshi－no－chi国衙一円進止之地

（territo　ry　entirely　under　the　control　of　the　kokuga）．

　　Howrever，　leoleuga？zy6　no　longer　had　the　capacity　to　support　the　system　of　provincial
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govemment　organization．　The　zaicho”蜘in　system　was　thus　fated　for　liquida亀ion血

the　latter　half　of　the　13th　centtttry　due　to　this　disruption　of　its　foundations　and　the

functions　of　the　leokuga　which　had　been　supported　by　this　system　declined　greatly．

The　character　of　the　leoleuga　as　a　regional　adrniuistrative　organization　lost　its　reality　in

this　manner．　When　consideimg　the　assumption　of　the　functions　of　the　kokuga　by　the

bakufu幕府in　Kamakura　times，　it　is　necessary　to　consider　the　background　of　the

｝oss　of　admmiserative　capacity　by　the　kokuga　and　hesitate　before　ovey一　estmating　any

decisive　actions　on　the　part　of　the　baleufa．

La　formazione　e　lo　sviluppo　della　comunitSa　di　una　＜＜quasi－citt’a＞＞　nell’ltalia

settentrionale　nel　Medioevo　：　Casale　Monferrato　e　i　suoi　conflitti　locali．

by

SATO　Hitomi

　　Neli’ltatia　settentrionale　del　periodo　tmascimentale，　numerose　potenti　comunitSa

non　cittadine　chiamate　＜＜quasi－cittb＞＞　fecero　la　loro　comparsa　come　soggetti　poligci

caratterizzatori　dell’ordmamento　degli　stati　tenitoriali．　Ma　il　fatto　che　tali　comunit’a

uscirono　cresciute　dopo　una　lunga　fase　di　conflitti　intercittadini　nell’ltalia　comunale，

durante　la　quale　si　erano　verificate　non　poche　modthche　insediative，　xichiederebbe　una

considerazione　sul　processo　di　formazione　e　di　svipuppo　di　esse　per　inquadrare　meglio

dal　basso　la　formazione　dello　stato　tenitoriale．　ln　questo　saggio　viene　esaminata　la

formazione　e　lo　sviluppo　della　comunitb　di　Casale　Monferrato，　con　una　particolare

attenzione　alla　sua　capacib　di　mantenimento　dell’ordine　e　deHa　pace　locale，　che　si　vide

crescere　intorno　alia　meth　del　Duecento　dopo　una　serie　di　confiitti　locali．

　　Gli　statuti　della　comunith　e　diversi　documenti　delle　negoziazioni　con　delle　comunitb

lixxitrofe　e　dei　signori，　i　marchesi　di　Monferrato　e　i　Visconti，　mostrano　tale　capacitb

sempre　piin　rafforzata　mediante　la　creazione　di　un　adeguato　organo　comunkario．　Allo

sviluppo　di　tale　capacit’a　precedette　il　processo　di　ingrandirnento　insediativo－

comunitario　di　Casale　che　avvenne　dopo　1’unione　con　un　altra　comunitb　rulare

adiacente，　Pacikano，　con　cui　peyb　Casale　era　da　tempo　coinvolta　in　conflitto　connesso

a　queki　intercittaclini．　La　crescita　di　questa　comunitb　non　cittactina　capace　di

man重eneエe　la　pace　poteva　essersi　ve組ca£a　come　una　risposta　a皿，es≦genza（籔creare

1’otdine　al　livello　locaie．
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